
[令和７年５月　様式４]

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

県税の賦課、徴収等に関する事務　全項目評価書

評価書番号

2

　神奈川県は、県税の賦課、徴収又は調査に関する事務における特定個
人情報ファイルの取扱いに当たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人
のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定
個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適
切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組
んでいることを宣言する。

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

神奈川県知事

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項 -
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　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容

項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策
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・地方税法その他の地方税に関する法律及び神奈川県県税条例等に基づき、県税の賦課徴収及び
調査に関する事務を行っている。（別添１「事務の内容」参照）
①課税事務：納税者からの申告、届出等に基づき税額等を決定
②減免事務：納税者からの申請に基づき税額を減免
③収納管理事務：納税者からの納付額を課税額と照合
④還付事務：納税者からの過誤納金を還付
⑤納税証明事務：申請に基づき納税証明書を交付
⑥徴収事務：滞納者に対し、滞納処分等を実施
・特定個人情報ファイルは、上記事務に係る次の事務に使用する。
⑴納税者からの提出書類等（関係機関からの情報を含む。）に記載された個人情報の確認
⑵住民基本台帳ネットワークシステムを利用した本人確認情報の確認
⑶各種書類やデータの名寄せ・突合（納付状況の確認を含む。）
⑷情報提供ネットワークシステムを利用した減免適用要件の確認
⑸⑷のほか他団体との情報連携

･地方税法その他の地方税に関する法律及び神奈川県県税条例等に基づく県税の賦課徴収に関する
電算処理を行っている。
①税目別システム：課税､減免､更正等の課税管理に関する業務
②収納管理システム：収納､還付･充当､納税証明等の収納管理に関する業務
③滞納者情報管理システム：滞納整理状況等の徴収管理に関する業務
④宛名システム：納税者の宛名情報管理に関する業務

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 県税の賦課、徴収等に関する事務

 ②事務の内容　※

 ①システムの名称 税務システム

 ②システムの機能

 ③対象人数 [ 30万人以上

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

]

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 以下掲載のシステム（システム３及び４を除く）

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称 団体内統合利用番号連携サーバ

 ②システムの機能

･団体内の業務システムと中間サーバとの連携を行うための機能を持っている。
①団体内統合利用番号管理機能：業務システムからの要求により団体内統合利用番号を新規のもの
には付番し、既存のものには通知する。
②中間サーバ連携機能：中間サーバからの要求により団体内統合利用番号に紐付く情報を通知す
る。
③業務システム連携機能：業務システムからの要求により団体内統合利用番号に紐付く情報を通知
する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 中間サーバ、各業務システム ）

] 税務システム
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] 庁内連携システム

 システム3

 ①システムの名称 中間サーバ

 ②システムの機能

･中間サーバは、情報提供ネットワークシステムにおけるインターフェイスシステムと各情報保有機関
が保有する既存システムとの間で、符号と団体内統合利用番号を紐付け･管理し、特定個人情報の照
会と提供を行う。
①符号管理機能：情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と情報保有機関内で個人
を特定するために利用する「団体内統合利用番号」とを紐付け、その情報を保管･管理する。
②情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会及び情報提供受領
(照会した情報の受領）を行う。
③情報提供機能：情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情
報（連携対象）の提供を行う。
④既存システム接続機能：中間サーバーと既存システム及び団体内統合利用番号連携サーバとの間
で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連
携する。
⑤情報提供等記録管理機能：特定個人情報（連携対象）の照会、又は提供があった旨の情報提供等
記録を生成し、管理する。
⑥情報提供データベース管理機能：特定個人情報（連携対象）を副本として、保持･管理する。
⑦データ送受信機能：中間サーバと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間
で情報照会、情報提供、符号取得のための情報等について連携する。
⑧セキュリティ管理機能：セキュリティを管理する。
⑨職員認証･権限管理機能：中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた
各種機能や特定個人情報（連携対象）へのアクセス制限を行う。
⑩システム管理機能：バッチ処理の状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管切れ情
報の削除を行う。

 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム4

 ①システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム

 ②システムの機能

①本人確認情報の更新：住民に係る最新の本人確認情報を、市町村、都道府県、地方公共団体情報
システム機構（以下「機構」という。）で管理するため、市町村におけるコミュニケーションサーバが本人
確認情報の更新情報を都道府県におけるサーバに通知し、都道府県におけるサーバが機構における
サーバに当該本人確認情報の更新情報を通知する。
②本人確認情報の提供：住基法に基づく都道府県知事保存本人確認情報又は機構保存本人確認情
報の照会に対し、照会対象者の４情報等に該当する本人確認情報を、都道府県知事保存本人確認情
報ファイル又は機構保存本人確認情報ファイルから抽出し、業務端末の画面に表示する。（必要に応
じて帳票に出力、又は代表端末若しくは業務端末を操作し媒体連携若しくは回線連携により出力す
る。）
③本人確認情報の利用：住基法に基づく都道府県知事保存本人確認情報の検索に対し、検索対象者
の４情報等に該当する本人確認情報を、都道府県知事保存本人確認情報ファイルから抽出し、業務
端末の画面に表示する。（必要に応じて帳票に出力、又は代表端末若しくは業務端末を操作し媒体連
携若しくは回線連携により出力する。）

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム
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] 庁内連携システム

 システム5

 ①システムの名称 国税連携システム

 ②システムの機能

・　国税連携システムは、国及び地方を通じた税務事務の一層の効率化を図るため、全都道府県及び
全市町村が会員となっている地方税共同機構が構築した地方税ポータルシステムeLTAXを構成する
システムのひとつであり、平成23年1月から運用が開始されている。
・　国税庁のe-Taxにより提出された所得税申告書等データ及び国税当局に書面で提出された所得税
申告書等に係るデータ及び国税庁と地方公共団体間の照会・回答に係るデータが総合行政ネットワー
ク（ＬＧＷＡＮ）を通じ送付される。
・　国税連携システムには、
①　国税庁からeLTAXを通じて送付された所得税申告書等データの受領
②　他の都道府県に対する所得税申告書等データの送付等の機能
③　国税庁と地方公共団体間の電子的な照会・回答機能
がある。
・　このシステムは地方税共同機構が運用しており、本県の税務システムとデータ連携する際の中継
サーバまでを本県が所管している。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 地方税外部連携システム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム6～10

 システム6

 ①システムの名称 eLTAX通知等電子配信システム（通知IFS）

 ②システムの機能

eLTAX通知等電子配信システムは、地方税共同機構が提供する、納税者から納税通知書等に係る電
子通知希望申請の受付や電子通知の送付を行うためのシステムである。
電子通知希望申請があった場合、各自治体は同システムの自治体側機能（通知IFSという）を通じてそ
の情報を確認することができる。各自治体は、電子通知希望申請に応じて電子納税通知書等を作成し
て通知IFSへアップロードすることにより、納税者が電子納税通知書等を利用できる。
このシステムは地方税共同機構が運用しており、本県の税務システムとデータ連携している。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム7

 ①システムの名称 地方税外部連携システム

 ②システムの機能

地方税共同機構が提供するシステムであり、LGWANを経由して国税庁及び地方公共団体間の電子的
な照会・回答機能やファイル回送機能を有する。
このシステムは地方税共同機構が運用しており、本県の税務システムとデータ連携している。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 国税連携システム ）

] 税務システム
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] 庁内連携システム

 システム8

 ①システムの名称 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)システム

 ②システムの機能

・OSSシステムとは、自動車を保有するために必要な手続（検査･登録､保管場所証明､国税及び地方
税の納税等）をインターネットにより一括して行うために国土交通省が主体となって、国、県及び警察
が協力して運営している全国的なシステムである。以下、OSSシステムのうち地方税である自動車税
部分について記載する。
①申請データ受信機能：申請データの形式チェック、原本保管を行う。
②税額算出機能：自動車税の算出を行い、税額データの保管を行う。
③納付番号付与機能：MPN（マルチペイメントネットワーク）での納付に必要な納付番号を付与し、申請
者に通知を行う。
④納付情報消込機能：納付が確認できた申請データの消込を行い、納付消込情報を保管し、申請者
に通知を行う。
このシステムのうち、自動車税に係るシステムについて地方税共同機構が運用しており、本県の税務
システムとデータ連携している。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

 システム11～15

 システム16～20

 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠 番号利用法別表24の項及び133の項

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無 [ 実施する

 ３．特定個人情報ファイル名

税務システム名簿マスタファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性
県税の課税額の決定、収納管理等の賦課、徴収等に関する事務を行う上で、納税者の特定や減免要
件及び現住所等を確認する必要がある。

 ②実現が期待されるメリット
･添付書類の削減などによる納税者利便の向上
･納税者の名寄せ事務の効率性及び正確性の向上による賦課徴収事務の効率化

]

＜選択肢＞

1) 実施する

2) 実施しない

3) 未定

 ８．他の評価実施機関

-

 ②法令上の根拠 番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表49の項

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 神奈川県総務局財政部税務指導課

 ②所属長の役職名 税務指導課長
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 （別添1） 事務の内容

納税者

県税事務所・自動車税管理事務所

Ａ

申
告
書
等

Ｂ

申
告

他機関
・税務署
・市区町村

Ｃ
情
報
提
供

Ｄ

調
査

Ｆ

減
免
申
請
書

Ｅ

納
税
通
知
書
の
交
付

Ｇ

減
免
承
認
書
等
の
交
付

Ｈ

納
付

金
融
機
関
等

納
付
情
報

Ｉ

督
促
状
の
送
付

Ｊ

還
付
・
還
付
通
知
書
の
送
付

Ｋ

納
税
証
明
書
の
交
付
申
請

Ｌ

納
税
証
明
書
の
交
付

Ｍ

滞
納
整
理

①課税事務 ②減免事務 ③収納管理
事務

④還付事務 ⑤納税証明
事務

⑥徴収事務

(1)納税者からの提出書類等（関係機関からの情報を含む）に記載された個⼈情報の確認

(2)住⺠基本台帳ネットワークシステムを利⽤した本⼈確認情報の確認

(3)各種書類やデータの名寄せ・突合（納付状況の確認を含む）

(4)減免要
件の確認(5)他団体との情報連携

税務システム
(2)本⼈確認情報の確認 (4)減免要件の確認 (5)他団体との情報連携

住民基本台帳
ネットワークシステム

団体内統合利用
番号連携サーバ

中間サーバ

情報提供ネット
ワークシステム

減
免
要
件
情
報
保
有
機
関

国税連携システム

eLTAX通知等電子配信シ
ステム（通知IFS）

地方税外部連携システム

自動車保有関
係手続のワンス
トップサービス
(OSS)システム

地方税共同機構(eLTAX) 国土交通省

特定個人情報の
流れ

業務の流れ
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（備考）

①課税事務
　Ａ　納税者から提出される申告書等を受け付け、確認を行う。
　Ｂ　納税者が他機関（税務署、市区町村）に申告を行う。
　Ｃ　他機関から申告情報の提供を受け、確認を行う。
　Ｄ　必要に応じて、申告の内容等について、調査を行う。
　Ｅ　納税者に納税通知書を交付する。
②減免事務
　Ｆ　納税者から提出される減免申請書を受け付け、減免要件の確認を行う。
　Ｇ　納税者に減免承認書等を交付する。
③収納事務
　Ｈ　納税者が金融機関等に納付し、金融機関等から県へ納付情報の通知を行う。
　Ｉ　納税者から納付がない場合や納付額が課税額より少ない場合は、納税者へ督促状を送付する。
④還付事務
　Ｊ　納付額が課税額より多い場合は超過額を還付し、還付通知書を送付する。
⑤納税証明事務
　Ｋ　納税者から納税証明書の交付申請を受け付け、確認を行う。
　Ｌ　納付を確認した場合は、納税証明書の交付を行う。
⑥徴収事務
　Ｍ　督促した納税者から納付がない場合や納付額が課税額より少ない場合は、滞納整理を行う。
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○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 他の都道府県、市区町村 ）

（
障害福祉課、生活援護課、市町村課、デジタル戦略
本部室

）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 国税庁（税務署） ）

 ⑥事務担当部署 神奈川県総務局財政部税務指導課

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[

 その妥当性

・個人番号及びその他識別情報：納税者の特定のために保有
・４情報及び連絡先：①賦課決定における課税要件の確認、②納税通知書等の送付、③本人への連
絡等のために保有
・国税関係情報及び地方税関係情報：税額の確定のために保有
・生活保護･社会福祉関係情報及び障害者福祉関係情報：税額の減免のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成29年１月４日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

○ ] 障害者福祉関係情報

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
県税の課税額の決定、収納管理等の賦課、徴収等に関する事務を行う上で、納税者の特定や減免要
件及び現住所等を確認する当たり、特定個人情報が必要となる。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

税務システム名簿マスタファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 県税の納税者及び課税調査対象者

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ]
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⑨使用開始日 平成28年1月1日

⑧使用方法　※

・地方税法その他の地方税に関する法律及び神奈川県県税条例等に基づき、県税の賦課徴収及び
調査に関する事務を行っている。
①課税事務：納税者からの申告、届出等に基づき税額等を決定
②減免事務：納税者からの申請に基づき税額を減免
③収納管理事務：納税者からの納付額を課税額と照合
④還付事務：納税者からの過誤納金を還付
⑤納税証明事務：申請に基づき納税証明書を交付
⑥徴収事務：滞納者に対し、滞納処分等を実施
・特定個人情報ファイルは、上記事務に係る次の事務に使用する。
⑴納税者からの提出書類等（関係機関からの情報を含む。）に記載された個人情報の確認
⑵住民基本台帳ネットワークシステムを利用した本人確認情報の確認
⑶各種書類やデータの名寄せ・突合（納付状況の確認を含む。）
⑷情報提供ネットワークシステムを利用した減免適用要件の確認
⑸⑷のほか他団体との情報連携

 情報の突合　※

･県税の賦課徴収事務を行うため、申告書等に記載された納税者情報と特定個人情報ファイルに記録
されている納税者情報との突合を行う。【上記(1)から(3)及び(5)】
･県税の賦課徴収事務を行うため、他の機関等から入手した納税者情報と特定個人情報ファイルに記
録されている納税者情報との突合を行う。【上記(1)から(3)及び(5)】
･県税の減免事務を行うため、申請の内容と情報提供ネットワークシステムから入手した減免要件情
報との突合を行う。【上記(4)】

 情報の統計分析
※

県税の調定収入状況、滞納整理状況、課税状況の把握は行うが、特定の個人を判別しうる統計分析
は行わない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

･更正、決定若しくは賦課決定又は加算金決定処分
･過誤納金の充当処分
･滞納処分
･その他賦課徴収に係る決定

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

⑦使用の主体

 使用部署
※

税制企画課、税務指導課、各県税事務所、自動車税管理事務所

 使用者数

＜選択肢＞

[ 500人以上1,000人未満 ] 1） 10人未満

⑤本人への明示
本人から入手する情報については、地方税法等で定められている。また、他の機関及び情報提供ネッ
トワークを通じて入手を行うことは、番号法で定められている。

⑥使用目的　※ 県税の賦課徴収事務及び調査事務

 変更の妥当性 -

総合行政ネットワーク（LGWAN)、IP-VPN（国税庁） ）

③入手の時期・頻度

<定期的に入手する事務>
･個人事業税の定期課税に関する事務（２月から３月の所得税の確定申告時期）
<個別的に入手する事務>
･申告書及び申請書等の受付の都度
･賦課徴収の調査のために必要な都度

④入手に係る妥当性

<定期的に入手する事務>
･個人事業税の定期課税を行うため、所得税の確定申告時期に税務署に提出された所得税の申告書
等の情報を国税連携システムを通じて入手する。
<個別的に入手する事務>
･県税の申告又は届出等については、本人からの提出を原則としており、これを受け付けることによ
り、課税事務等に必要な情報を随時入手する。
･必要に応じて賦課徴収に必要な情報を関係各機関に随時確認する。
･県税の減免申請については、申請者の負担を軽減するため、必要な情報を情報提供ネットワークを
通じて入手する。

[ ] 庁内連携システム

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ○ ] 専用線
②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （
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5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 50人以上100人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

自動車税の納税者

 その妥当性
自動車税の申告･減免受付や記載内容の審査を行うため、その事務の範囲内の特定個人情報を委託
先で取り扱う必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ⑨再委託事項 税務システムの管理運用業務の一部

 委託事項2～5

 委託事項2 自動車税申告書受付等業務

 ①委託内容 自動車税の申告･減免受付、収納事務及び電話応答等業務

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
契約書等では、業務を第三者に委託してはならないとしているが、あらかじめ書面により申請し、承諾
を得た場合はこの限りではない。委託先からの再委託承諾願に基づき、再委託の合理性及び情報セ
キュリティ、個人情報保護の観点から審査を行い、問題がない場合は承諾するものとしている。

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際に、入札結果として県ホームページで公表している。

 ⑥委託先名 株式会社日立製作所横浜支店

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

県税の納税者及び課税調査対象者

 その妥当性
税務システムの管理運用及びプログラム修正に当たっては、電算処理の対象である納税義務者の特
定個人情報を取り扱う必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 4 ）　件

 委託事項1 税務システムの管理運用業務

 ①委託内容
税務システムの安定した運用のためのシステムの維持管理、障害対応、簡易なプログラム修正及び
ネットワーク監視業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない
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 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際に、公報を県ホームページで公表している。

 ⑥委託先名 株式会社バックスグループ

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ○ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

自動車税の納税者

 その妥当性
自動車税の問い合わせに対する回答、納付の呼びかけ及び納付書の作成･送付に関する事務は、自
動車税の納税者を対象としているため、その事務の範囲内の特定個人情報を委託先で取り扱う必要
がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ⑨再委託事項

 委託事項3 自動車税コールセンターの運営業務

 ①委託内容 自動車税の「問合せに対する回答」と「電話による未納者への自主納付の呼びかけ」業務

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際に、入札結果として県ホームページで公表している。

 ⑥委託先名 トランス・コスモス株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙
 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール
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 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

国税連携システム等で入手した所得税確定申告書等の情報のうち、本県及び他の都道府県に事務
所、事業所を有する納税者及び課税調査対象者

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 個人事業税の賦課資料

 ③提供する情報 本県及び他の都道府県に事務所、事業所を有する者に係る所得税確定申告書等の情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ①法令上の根拠 番号法第19条第10号

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件

[ ] 行っていない

 提供先1 他の都道府県知事

 委託事項16～20

 委託事項11～15

 委託事項6～10

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際に、入札結果として県ホームページで公表している。

 ⑥委託先名 株式会社インテック

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 総合行政ネットワーク（LGWAN) ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール [

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

個人事業税の課税調査対象者

 その妥当性 所得税申告書データの連携などを行うため、対象となる本人の特定個人情報を取り扱う必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項4 地方税ポータルシステムに係るＡＳＰサービスの導入、提供及び運用保守等業務委託

 ①委託内容 地方税ポータルシステムに係るＡＳＰサービスの導入、提供及び各種運用保守等の業務
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 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先1

 ①法令上の根拠

 提供先16～20

 提供先11～15

 提供先6～10

 ⑦時期・頻度 関係都道府県における事業税の課税標準とすべき所得を決定した場合に随時

 提供先2～5

] 紙

[ ○ ] その他 （ 国税連携システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○
 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[
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 ７．備考

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性 更正や訴訟等に対応するために記録を保存する必要がある。

2） 1年 3） 2年

[ 6年以上10年未満 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

<税務システムにおける措置>
①県情報主管課が整備したコンピュータセンターに用意されたサーバ内に保管する。
②サーバラックは施錠管理を行っている。
<県コンピュータセンターにおける措置>
①水災害被害の危険が少ない等の安全な施設
②地震、火災、落雷に強い建物
③24時間365日稼働のための設備（電源設備、空調設備、通信設備の冗長化による故障や保守作業
時における連続稼働の実現など）
④高セキュリティ対策（ICカード・生体認証等によるアクセス管理、監視員・監視カメラ・監視センサー等
による監視）
⑤コンピュータセンターへの入室には、県情報主管課に申請を行い、承認を得る必要がある。
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①中間サーバ･プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバ
室への入室を行う際は、警備員などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を行う。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバのデータベース内に保存され、バックアップ
もデータベース上に保存される。
<国税連携システムにおける措置>
①国税連携システムの受信サーバは、有人による監視や入退館装置による管理をしている建物の中
で、さらに生体認証による入退室管理を行っている部屋（サーバ室）に設置した施錠可能なラック内に
保管する。
②サーバ室の入退室については，システム管理者が許可した者に限定しており，サーバへのアクセ
スはＩＤとパスワードによる認証が必要となる。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

<税務システムにおける措置>
①データについては、システムで消去する。
②申告書等の紙媒体については外部業者による裁断処理を行う。
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①特定個人情報の消去は県からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバ･プラットフォーム
の保守･運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバ･プラットフォームの保守･運用を行う事業者にお
いて、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去
する。
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

　　　　　　　　　　　　-税務システム名簿マスタファイル

（マイナンバー情報テーブル）

税目コード、名簿キー、名簿区分、県税事務所コード、法人個人区分コード、マイナンバー、団体内宛名番号、組織コード、氏名カナ、氏名漢字、

編集後氏名漢字、市区町村コード、住所コード、住所、外字住所、生年月日、性別コード、住基異動事由コード、異動年月日、氏名外字数、住所

外字数、紐付解除理由、照会要求年月日、照会返却年月日、登録区分コード、登録解除区分コード、業務更新年月日、削除フラグ、作成ユーザＩ

Ｄ、作成端末ＩＤ、作成年月日、作成時刻、更新ユーザＩＤ、更新端末ＩＤ、更新年月日、更新時刻、排他キー

（マイナンバー履歴情報テーブル）

税目コード、名簿キー、名簿区分、履歴番号、県税事務所コード、法人個人区分コード、マイナンバー、団体内宛名番号、組織コード、氏名カナ、

氏名漢字、編集後氏名漢字、市区町村コード、住所コード、住所、外字住所、生年月日、性別コード、住基異動事由コード、異動年月日、氏名外

字数、住所外字数、紐付解除理由、照会要求年月日、照会返却年月日、登録区分コード、登録解除区分コード、業務更新年月日、削除フラグ、

作成ユーザＩＤ、作成端末ＩＤ、作成年月日、作成時刻、更新ユーザＩＤ、更新端末ＩＤ、更新年月日、更新時刻、排他キー

（業務利用番号情報テーブル）

税目コード、名簿キー、名簿区分、業務利用番号、削除フラグ、作成ユーザＩＤ、作成端末ＩＤ、作成年月日、作成時刻、更新ユーザＩＤ、更新端末Ｉ

Ｄ、更新年月日、更新時刻、排他キー

(個人事業税名簿マスタ)

納税義務者番号、局署整理番号、利用者ＩＤ、住民票コード、業種コード、開業コード、開業年月日、廃業コード、廃業年月日、生年月日、氏名カナ、

氏名漢字、事業所＿住所コード、事業所＿地番、事業所＿方書、事業所＿地番方書（圧縮）、事業所コード、自宅＿住所コード、自宅＿地番、自

宅＿方書、自宅＿地番方書（圧縮）、送達先＿住所コード、送達先＿地番、送達先＿方書、送達先＿地番方書（圧縮）、電話番号フラグ１、電話

番号１、電話番号フラグ２、電話番号２、金融機関コード、支店コード、預金種別コード、口座番号、口座名義人コード、口座名義人カナ、課税状況

コード、分割等コード、営業等所得認定コード、委託サイン、身障減免サイン、不動産所得認定コード、繰越欠損サイン、現＿県税事務所コード、

前＿県税事務所コード、特記事項、課税注意コード、勧奨カード発行済サイン、自動作成コード、相続人コード、更新年月日

（不動産取得税マスタ（基本部））

名簿部．課税年度、納税通知書番号、名簿部．課税月、名簿基本部セグメントコード、県税事務所コード、氏名エラーコード、組織コード、氏名カ

ナ、氏名漢字、追加納通枚数、納通枚数（総数）、送達先＿住所コード、送達先＿地番、送達先＿方書、送達先＿地番方書（圧縮）、物件所在地

＿住所コード、物件所在地＿地番、物件所在地＿方書、物件所在地＿地番方書（圧縮）、筆数又は戸数、取得年月日、新築年月日、更新年月日、

電話番号、金融機関コード、支店コード、預金種別コード、口座番号、口座名義人コード、口座名義人カナ、物件種別コード、評価コード、取得原

因コード、課税取消フラグ、延地積又は延面積、登録価格又は評価額、特例控除１＿控除コード、特例控除１＿金額、特例控除２＿控除コード、

特例控除２＿金額、持分等による免税点、端数金額の合計額、課税標準１＿税率コード、課税標準１＿金額、課税標準２＿税率コード、課税標

準２＿金額、合計税額、税額控除１＿控除コード、税額控除１＿金額、税額控除２＿控除コード、税額控除２＿金額、税額控除３＿控除コード、税

額控除３＿金額、宅地＿地積又は住宅部分の面積、宅地＿登録価格又は評価額、宅地外＿地積、宅地外＿登録価格又は評価額、農地＿地積、

農地＿登録価格又は評価額、山林＿地積、山林＿登録価格又は評価額、その他＿地積、その他＿登録価格又は評価額、当初登録価格又は評

価額、当初＿課税標準１＿税率コード、当初＿課税標準１＿金額、当初＿課税標準２＿税率コード、当初＿課税標準２＿金額、ＤＶコード、収集

年度、収集月、調査票番号、課税部セグメントコード、課税収納部．課税年度、課税収納部．課税月、調定年月日、税額当初調定額、税額変更後

調定額、税額未済額、延滞金調定額、延滞金未済額、完結年月日、納通発付コード、納期限、督促発付コード、督促発付年月日、延滞金計算区

分コード、滞納処分コード、還付処理コード、徴収猶予コード、徴収猶予申請年月日、徴収猶予期間（始）、徴収猶予期間（終）、徴収猶予額、変更

後徴収猶予額、延滞金免除１＿延滞金率コード、延滞金免除１＿期間（始）、延滞金免除１＿期間（終）、延滞金免除２＿延滞金率コード、延滞金

免除２＿期間（始）、延滞金免除２＿期間（終）、延滞金免除３＿延滞金率コード、延滞金免除３＿期間（始）、延滞金免除３＿期間（終）、現＿県税

事務所コード、前＿県税事務所コード、異動年月日

（自動車税名簿マスタ）

登録番号、登録年月日、処理番号、車台番号上１４桁、車台番号下３桁、型式、車名、定員、排気量、積載量、形状コード、塗色コード、燃料コー

ド、用途コード、型式指定番号、類別区分番号、車両重量、車両総重量１、車両総重量２、ハイブリッドサイン、低燃費フラグ、軽課区分、超過不

均一率コード、普通小型区分コード、ＯＳＳコード、使用者＿組織コード、使用者＿氏名カナ、使用者＿氏名漢字、使用者＿住所コード、使用者＿

県税事務所コード、使用者＿地番方書（圧縮）、使用者＿地番、使用者＿方書、住所更新事由コード、住所更新年月日、リース等コード、納税義

務者コード、ディーラーコード、ディーラーコード連番、所有権留保コード、所有権留保解除年月日、所有者＿組織コード、所有者＿氏名漢字、所

有者＿住所コード、所有者＿地番方書（圧縮）、所有者＿地番、所有者＿方書、車検有効期限、初度登録年月、証明書交付注意コード、証明書

受付県税事務所コード、税率コード、排出ガス適合コード、登録事由コード、異動事由コード、異動年月日、非課税等コード、非課税等＿受付県税

事務所コード、非課税等申請年月日、課税保留等コード、課税保留等受付県税事務所コード、課税保留等申請年月日、課税保留等処理年月、レ

コード状態＿ダミーサイン、レコード状態＿税率コードエラー、レコード状態＿使用者漢字氏名エラー、レコード状態＿変更前登録番号、レコード

状態＿変更後登録番号、定期課税サイン、証紙調定コード、証紙調定額、還付サイン、四輪適用サイン、変更前＿登録番号、変更前＿登録年月

日、変更前＿処理番号、変更前＿変更年月、変更後＿登録番号、変更後＿登録年月日、変更後＿処理番号、変更後＿変更年月、大口等コード、

大口等支店コード、一括納税除外サイン、使用の本拠＿住所コード、使用の本拠＿地番、使用の本拠＿方書、電話番号フラグ１、電話番号１、電

話番号フラグ２、電話番号２、還付先＿金融機関コード、還付先＿支店コード、還付先＿預金種別コード、還付先＿口座番号、前年公示サイン、

滞納履歴サイン、返戻調査結果コード、減免保留予定コード、課税除外履歴コード、口座振替＿金融機関コード、口座振替＿支店コード、口座振

替＿預金種別コード、口座振替＿口座番号、口座振替＿連番、口座名義人コード、振替依頼区分コード、転出時異動事由コード、転出時異動年

月日、更新年月日、ＤＶ等被害者フラグ、分配使用者＿組織コード、分配使用者＿氏名漢字、分配使用者＿住所コード、分配使用者＿県税事務

所コード、分配使用者＿地番方書（圧縮）、分配使用者＿地番、分配使用者＿方書
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（申告書マスタ（自動車税））

県税事務所コード、処理年月日、申告書申請区分、手作業区分、シーケンス番号/連番、登録番号、登録年月日、処理番号、ＯＳＳ受付番号、

ディーラーコード、指定・持込区分、旧登録番号、初度登録年月、申告区分、取得原因コード、種別割：課税区分、環境割：課税区分、用途コード、

種別コード、燃料コード、調定年度、調定年月日、環境割：最終履歴番号、環境割：車両本体取得価格、環境割：付加物取得価格、環境割：本来

課税標準額、環境割：バリアフリー・ＡＳＶ特例コード、環境割：控除額、環境割：課税標準額、自営医路区分、環境割：本来税率、環境割：控除前

税額、環境割：税率区分コード、環境割：控除税率、環境割：税率、環境割：控除後税額、環境割：非課税等コード、環境割：非課税等申請年月日、

環境割：当初税額、環境割：変更後税額、環境割：過少申告加算金、環境割：不申告加算金、環境割：重加算金、環境割：未徴収フラグ、環境割：

課税フラグ、環境割：減免フラグ、種別割：最終履歴番号、種別割：特種用途、種別割：税率コード、種別割：税率コード自動算出フラグ、種別割：

グリーン化特例コード、種別割：重軽課区分、種別割：年税額、種別割：課税月数、種別割：非課税等コード、種別割：税額、種別割：未徴収フラグ、

税額の合計、種別割：分配追加フラグ、種別割：税率コード分配追加フラグ、種別割：分配追加処理年月日、車台番号下３桁、納税義務者コード、

納税義務者住所コード、納税義務者地番、納税義務者方書、納税義務者漢字住所（ＯＳＳ）、納税義務者方書チェックフラグ、納税義務者電話先

１、納税義務者電話番号１、納税義務者電話先２、納税義務者電話番号２、同一人名義変更、納税義務者氏名、納税義務者氏名フリガナ、納税

義務者郵便番号、納税義務者生年月日、所有者氏名、所有者氏名フリガナ、所有者住所、使用者氏名、使用者氏名フリガナ、使用者住所、旧所

有者氏名、旧所有者住所、旧使用者氏名、旧使用者住所、車体の形状、車名（通称名）、型式、型式指定番号、類別区分番号、車台番号、乗車

定員１、乗車定員２、最大積載量１(kg)、最大積載量２(kg)、車両重量１(kg)、車両重量２(kg)、車両総重量１(kg)、車両総重量２(kg)、原動機の型式、

長さ１(cm)、長さ２(cm)、幅１(cm)、幅２(cm)、高さ１(cm)、高さ２(cm)、総排気量又は定格出力(l,kw)、ロータリー区分、ローター数、燃料の種類、環

境割：現実の取得価額、環境割：付加物内訳品名、環境割：付加物内訳価額、環境割：燃費(km/l)、環境割：変速装置、環境割：構造、主たる定

置所、旧主たる定置所市町村名、車検有効期限、商品車である場合の古物商許可番号、取得前の用途、取得前の用途年、所有形態、該当申告

に関わる者氏名、該当申告に関わる者住所、該当申告に関わる電話番号、総括エラーフラグ、申告区分エラーフラグ、取得原因コードエラーフラ

グ、種別割：課税区分エラーフラグ、環境割：課税区分エラーフラグ、登録番号エラーフラグ、登録年月日エラーフラグ、旧登録番号エラーフラグ、

初度登録年月エラーフラグ、納税義務者方書エラーフラグ、納税義務者生年月日エラーフラグ、納税義務者電話番号１エラーフラグ、用途コード

エラーフラグ、種別コードエラーフラグ、自営医路区分エラーフラグ、燃料の種類エラーフラグ、環境割：車両本体取得価格エラーフラグ、環境割：

付加物取得価格エラーフラグ、環境割：課税標準額エラーフラグ、環境割：税率エラーフラグ、環境割：税額エラーフラグ、環境割：バリアフリー・Ａ

ＳＶ特例コードエラーフラグ、環境割：税率区分コードエラーフラグ、種別割：年税額エラーフラグ、種別割：課税月数エラーフラグ、種別割：税額エ

ラーフラグ、種別割：グリーン化特例コードエラーフラグ、税額の合計エラーフラグ、取得前の用途エラーフラグ、所有形態エラーフラグ、住所コー

ドエラーフラグ、地番エラーフラグ、納税義務者コードエラーフラグ、同一人名義変更エラーフラグ、ロータリーエラーフラグ、医療区分エラーフラグ、

環境割：未徴収サインエラーフラグ、種別割：未徴収サインエラーフラグ、燃料コードエラーフラグ、種別割：特種用途エラーフラグ、種別割：税率

コードエラーフラグ、環境割：非課税等コードエラーフラグ、種別割：非課税等コードエラーフラグ、車台番号下３桁エラーフラグ、エラーコード、職

員備考フラグ、添付資料フラグ、削除フラグ、WindowsログインID、使用端末名、更新年月日、法人番号、法人番号エラーフラグ、法人番号フラグ、

ＯＳＳ受付番号枝番

（身体障害者減免マスタ）

登録番号、登録年月日、処理番号、車台番号下３桁、非課税等コード、受付県税事務所コード、申請年月日、取消年月日、使用者＿組織コード、

使用者＿氏名カナ、使用者＿氏名漢字、使用者＿生年月日、使用者＿住所コード、使用者＿県税事務所コード、使用者＿地番方書（圧縮）、使

用者＿地番、使用者＿方書、身障者＿氏名カナ、身障者＿漢字氏名、身障者＿生年月日、身障者＿住所コード、身障者＿県税事務所コード、

身障者＿地番方書（圧縮）、身障者＿地番、身障者＿方書、手帳の種類・障害の程度コード、障害名コード、手帳（交付）番号、交付年月日、身障

者一致コード、運転者＿カナ氏名、運転者＿漢字氏名、運転者一致コード、備考、発付年月、調査コード、更新年月日

（ゴルフ名簿マスタ）

登録番号、県税事務所コード、税目コード、業種コード、決算期＿上期、決算期＿下期、青色申告等区分コード、送付先サイン、屋号カナ、屋号

漢字、特徴者＿組織コード、特徴者名カナ、特徴者名漢字、資本金額（千円）、開業年月日、登記区分コード、登録年月日、廃業年月日、休業開

始年月日、休業終了年月日、営業日数コード、最終調査等コード、最終調査等年月日、等級、ホール数、ビジタ料金、特徴者＿住所コード、特徴

者＿地番、特徴者＿方書、特徴者＿地番方書（圧縮）、営業所＿住所コード、営業所＿地番、営業所＿方書、営業所＿地番方書（圧縮）、電話番

号＿住所、電話番号＿営業所、還付先＿金融機関コード、還付先＿支店コード、還付先＿預金種別コード、還付先＿口座番号、還付先＿コード、

還付先＿組織コード、還付先＿カナ、連名者数、連名者＿組織コード、連名者カナ、連名者漢字、連名者＿住所コード、連名者＿地番、連名者

＿方書、連名者＿地番方書（圧縮）、連名者＿電話番号、申告書作成年月、更新年月日

（軽油名簿マスタ）

登録番号、県税事務所コード、税目コード、業種コード、決算期＿上期、決算期＿下期、青色申告等区分コード、送付先サイン、屋号カナ、屋号

漢字、特徴者＿組織コード、特徴者名カナ、特徴者名漢字、資本金額（千円）、開業年月日、登記区分コード、登録年月日、廃業年月日、休業開

始年月日、休業終了年月日、営業日数コード、最終調査等コード、最終調査等年月日、一括納付区分、店舗数、納付先県税、申告納入区分、納

入先県税、事業者コード、石商サイン、特徴者＿住所コード、特徴者＿地番、特徴者＿方書、特徴者＿地番方書（圧縮）、営業所＿住所コード、

営業所＿地番、営業所＿方書、営業所＿地番方書（圧縮）、電話番号＿住所、電話番号＿営業所、還付先＿金融機関コード、還付先＿支店コー

ド、還付先＿預金種別コード、還付先＿口座番号、還付先＿コード、還付先＿組織コード、還付先＿カナ、連名者数、連名者＿組織コード、連名

者カナ、連名者漢字、連名者＿住所コード、連名者＿地番、連名者＿方書、連名者＿地番方書（圧縮）、連名者＿電話番号、申告書作成年月、

代表者名、主取引先都道府県コード、主取引先法人番号、主取引先事業所番号、主取引先コード、混和調査年月日、ローリー等、タンク１油種

コード、タンク１容量、タンク１基数、タンク２油種コード、タンク２容量、タンク２基数、タンク３油種コード、タンク３容量、タンク３基数、タンク４油種

コード、タンク４容量、タンク４基数、更新年月日

（滞納者名簿マスタ）

県税事務所コード、名簿ＫＥＹ、滞納者番号、表示用名簿ＫＥＹ、印刷用名簿ＫＥＹ、税目コード、組織コード、漢字氏名、カナ氏名、住所コード、地

番方書、地番、方書、組織コード1、漢字氏名1、カナ氏名1、住所コード1、地番方書1、地番1、方書1、住所コード２、地番方書２、地番２、方書２、

電話番号フラグ1、電話番号1、電話番号フラグ２、電話番号２、電話番号フラグ３、電話番号３、送付先コード、口座振替コード、業種コード、新築

年月日、取得年月日、物件種別コード、取得原因コード、筆数または戸数、納通枚数、延地積または延面積、連名者数、カナ屋号、漢字屋号、車

体番号、車検有効期限、初度登録年月、異動事由コード、異動年月日、転出時異動事由コード、転出時異動事由年月日、リース等コード、納税

義務者コード、返戻調査結果コード、滞納履歴サイン、変更後登録番号、大口コード、車名、所有権留保コード、所有者コード、交付注意コード、

ホスト更新年月日、更新者、更新年月日、更新フラグ、個人生年月日
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 必要な情報以外を入手する
ことを防止するための措置の
内容

･申請書等に必要な情報以外を誤って記載することがないような書面形式とする。また、情報が誤って
記載されていないか確認を行う。
･システムからの入手については、システム自体が必要な情報のみ取得できるように制御されている。

 その他の措置の内容 ー

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

･申告書等は、納税義務者本人が記載して提出するものであるため、当該納税義務者の情報しか入手
することはできない。また、情報が誤って記載されていないか確認を行う。
･システムからの入手については、情報照会の記録を逐一保存することにより、対象者以外の情報の
入手の抑止を図る。

 １．特定個人情報ファイル名

税務システム名簿マスタファイル

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

･本人から対面（又は郵送）で入手した場合は、個人番号カード、通知カード又は運転免許書等（又は
その写し）により本人確認を行う。
･代理人から対面（又は郵送）で入手した場合は、委任状等により代理権の確認及び代理人の個人番
号カード、通知カード又は運転免許書等（又はその写し）により代理人の確認を行い本人の個人番号
カード又は通知カード等の写しにより本人確認を行う。
･外部システムから入手する場合は、入手元が本人確認を行った上で情報を入手していることが前提
となっており、当県が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用されない。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

･個人番号カード、通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し等により、真正性確認を行う。
以前に取得した個人番号が変更されていないか確認を行い、変更があれば修正を行う。
･必要に応じて、住民基本台帳ネットワークシステムにより、確認を行う。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

･定期的に、住民基本台帳ネットワークシステムと突合し、正確性を確保する。

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

･申告書等は、法令等において手続に必要な事項を規定した様式となっていることから、納税者は使用
目的を認識した上で提出している。
･システムからの入手は、特定の権限者以外は情報照会できず、また情報照会・情報提供の記録が逐
一保存される仕組みを備えている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 その他の措置の内容 ー

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容
･県税事務所等に来所する場合は、窓口で対面で収受する。
･郵送の場合は、所管の県税事務所等の住所を明記して送付する旨案内する。
･外部システムからの入手は、セキュリティの確保された回線（総合行政ネットワーク等）を使用する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
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 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措
置の内容

･団体内統合利用番号連携サーバには、団体内統合宛名番号と個人番号のみを保有し、その他の個
人情報を保持しない。
･団体内統合利用番号連携サーバを介して、各業務システムを連携させる機能を持たせないなど、特
定個人情報が使用目的を超えて取り扱われないようシステムで制御する。

 事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

･税務システムには、県税事務に関係のない情報を保有しない。
･税務システムが他のシステムと接続する場合、連携する情報は県税事務に関する情報のみに限定さ
れるようシステムで制限する。
・税務システムと住民基本台帳ネットワークシステムとの回線連携においては、住民基本台帳ネット
ワークシステムの業務端末及び本人確認情報が目的外使用されないように通信制御を行う。

 その他の措置の内容
･税務システムは、権限を有する者しかアクセスできないよう、県情報主管課から職員個人に割り当て
られる共通基盤ＩＤとパスワードによる認証及び認可を行っている。
･パスワードは定期的に変更しないと、共通基盤IDは失効する。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞

]

 具体的な管理方法

①アクセス権限の発効
･共通基盤IDが属しているグループ（部署及び業務別）にアクセス権限を付与している。
・グループごとに更新権限の必要があるか、照会権限のみでよいかを整理し、必要なアクセス権限の
みを付与している。
②アクセス権限の失効
･人事異動により、業務に必要なくなった権限は速やかに削除を行う。また、異動退職があった際は、
共通基盤IDは県情報主管課により変更又は削除が行われる仕組みとなっている。

 アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法
･県情報主管課から職員個人に割り当てられる共通基盤ID及びパスワードによる認証並びに指静脈に
よる生体認証を行っている。
・情報照会・情報提供の処理記録を共通基盤IDを含めて取得している。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

]

]

 具体的な管理方法

・共用IDは発行せず、必ず個人に対して割り当てられる共通基盤IDを利用する。
・グループごと（部署及び業務別）にアクセス権限を管理している。
・また、アクセス権限があるものについても、更新権限の必要があるか、照会権限のみでよいかを整理
し、必要なアクセス権限のみを設定している。

 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法

･システムへのログイン記録、個人を特定した検索及び特定後の操作ログの記録を行う。操作者は個
人まで特定でき、ログ記録は１年間保存する。また、記録は必要に応じて税務システム管理担当者が
検査･分析を行い、不正なアクセスがないことを確認する。
･なお、ログイン時のパスワード入力を複数回失敗した場合は、ログイン操作ができなくなる。

記録を残している[
2) 記録を残していない1） 記録を残している

＜選択肢＞]

 リスクに対する措置の内容
･情報管理等について、情報セキュリティ点検チェックリスト等を使用して、年１回確認を行っている。
･不祥事防止等について、定期的に研修を行っている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 その他の措置の内容 ー

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている

＜選択肢＞]

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]
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 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲
覧者・更新者の制限

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

] 委託しない

[ 制限している

委託先を選定するに当たって、仕様書において個人情報保護体制について次のことを要件とする。
･個人情報保護に関する規定、体制の整備
･個人情報保護に関する人的安全管理措置(社内教育体制等)
･個人情報保護に関する技術的安全管理措置(施設設備の整備、不正アクセス防止措置等)
なお、税務システム管理者又は税務システム管理担当者は、必要に応じて委託先において個人情報
保護体制が確保されているか報告を求め、立入調査を行う。

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞]

 具体的な制限方法

作業場所を県庁舎内に限定したうえ、特定個人情報について次の規定を設けている。
･特定個人情報ファイルへのアクセス権限を付与する従業員は、プロジェクトリーダ以上でなければな
らない。
･それ以外の者が業務上特定個人情報ファイルへアクセスする必要がある場合は、プロジェクトリーダ
以上の管理下で業務を行わなければならない。

 特定個人情報ファイルの取
扱いの記録

[ 記録を残している

]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 具体的な方法
作業場所を県庁舎内に限定したうえ、記録方法について次の規定を設けている。
･特定個人情報ファイルを取り扱った者のユーザーID、操作日時、操作内容等のアクセスログを５年間
保存し、必要に応じて職員がその内容を確認できるものとする。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

 委託先から他者への
提供に関するルール
の内容及びルール遵
守の確認方法

作業場所を県庁舎内に限定したうえ、特定個人情報の提供について次の規定を設けている。
･原則として委託先から他者へ提供することはできず、神奈川県が承認した場合のみ提供できる。
･原則として委託先から他者へ委託又は請負させてはならず、神奈川県が承認した場合のみ行うこと
ができる。
･提供にあたっては、提供先及び実施日等を記録し、税務システム管理担当者に報告を行う。なお、取
扱いについては、提供先においても委託先と同様な措置を行う。

 委託元と委託先間の
提供に関するルール
の内容及びルール遵
守の確認方法

委託先に提供する際、所定の書面を取り交わす。委託先から受領する場合も同様とし、書面は３年間
保存する。

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている

]

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容
･端末機からデータを不正に複製できないようシステム的に制限している。
･バックアップ処理の実行権限を持つ者を限定している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 規定の内容
特定個人情報の秘密保持、取扱い、責任体制の整備、業務員等の教育及び研修、再委託の禁止、目
的外の使用禁止、収集の制限、複写複製の禁止、安全管理、返還、廃棄又は消去、事故発生時の対
応、立入調査等

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

作業場所を県庁舎内に限定したうえ、特定個人情報の消去について次の規定を設けている。
･業務が終了した場合又は特定個人情報ファイルの保存期間が過ぎた場合は、発注者の指示に基づ
き、返還、破棄又は消去しなければならない。
･破棄又は消去の方法及び実施日等を記録し、必要に応じて職員がその内容を確認することができ
る。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[

-20-



1） 特に力を入れて行ってい]
4） 再委託していない
2） 十分に行っている

＜選択肢＞

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

<国税連携システム、地方税外部連携システムによる措置>
･全都道府県で利用されている国税連携システム、地方税外部連携システムにより、情報提供を行う。
情報提供はシステム上、国税庁、都道府県及び市町村に限定されている。

定めている[ ]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容
<国税連携システム、地方税外部連携システムによる措置>
･国税庁、都道府県及び市町村のみに情報を提供するようにシステムで制御されているので、提供先
が正しく選択されているか、必ず複数の職員で確認を行う。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容
<国税連携システム、地方税外部連携システムによる措置>
･総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を用い、暗号化した上で、決められた情報のみを提供するようにシ
ステムで制御されている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに
対する措置

 具体的な方法

原則として、委託先が他者へ委託することを禁止し、神奈川県が承諾した場合に限って認めること定
めている。再委託する場合は、委託先及び再委託先の連名の特定個人情報保護に係る誓約書を求
める。
なお、再委託にあたっては、再委託を行う業務の内容、再委託が必要な理由、個人情報等保護措置
の内容及び再委託先の監督方法等の確認を行う。

 その他の措置の内容 再委託した業務をさらに委託する場合についても、再委託と同様な措置を行う。

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 具体的な方法
<国税連携システム、地方税外部連携システムによる措置>
･提供する所得税確定申告書等の情報のほか、提供日及び提供した都道府県の所管課税事務所名を
記録し、３年間保存する。

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

] 提供・移転しない

記録を残している[

[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞]
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 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

<中間サーバ･ソフトウェアにおける措置>
①情報照会機能により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の
発行と照会内容の照会許可用照合リストとの照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供
ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番
号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリス
クに対応している。
②中間サーバの職員認証･権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン･ログアウトを
実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

○ ] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

<中間サーバ･ソフトウェアにおける措置>
･中間サーバは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、総理大臣が設置･管理する情報提供ネッ
トワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けらた照会対象に係る特定個人情
報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

<中間サーバ･ソフトウェアにおける措置>
･中間サーバは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、総理大臣が設置･管理する情報提供ネッ
トワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるように設計されているため、安全性
が担保されている。
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用ネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。
②中間サーバと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで安全性を確保している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

<中間サーバ･ソフトウェアにおける措置>
①中間サーバは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するた
め、漏えい･紛失のリスクに対応している。
　中間サーバは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する特
定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバでしか復号できない仕組みとなっている。そ
のため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。
②既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する
仕組みを設けている。
③情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会
機能において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい･紛失するリスクを軽減している。
④中間サーバの職員認証･権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン･ログアウトを
実施した職員、時刻、操作内容の記録が保存されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、漏えい･紛失のリスクに対
応している。
②中間サーバと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
③中間サーバ･プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバ･プラットフォームの運用、監視･障害対
応等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
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]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

]

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

<中間サーバ･ソフトウェアにおける措置>
①中間サーバの職員認証･権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン･ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容
の記録が行われるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
②情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに
対応している。
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合
行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。
②中間サーバと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を
確保している。
③中間サーバ･プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理(アクセス制御)してお
り、中間サーバ･プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバ･プラットフォームの保守･運用を行う事業者における情報漏
えい等のリスクを極小化する。

2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[

＜選択肢＞
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 ②安全管理体制

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない

 ⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

<税務システムにおける措置>
①県情報主管課が整備したコンピュータセンターに用意されたサーバ内に保管する。
②サーバラックは施錠管理を行っている。
<県コンピュータセンターにおける措置>
①水災害被害の危険が少ない等の安全な施設
②地震、火災、落雷に強い建物
③24時間365日稼働のための設備（電源設備、空調設備、通信設備の冗長化による故障や保守作業
時における連続稼働の実現など）
④高セキュリティ対策（ICカード・生体認証等によるアクセス管理、監視員・監視カメラ・監視センサー等
による監視）
⑤コンピュータセンターへの入室には、県情報主管課に申請を行い、承認を得る必要がある。
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①中間サーバ･プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及
び施錠管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントと
の混在によるリスクを回避する。
②事前に申請し承認されてない物品、記憶媒体、通信機器などを不正に所持し、持出持込することが
ないよう、警備員などにより確認している。
<国税連携システムにおける措置>
①国税連携システムの受信サーバは、有人による監視や入退館装置による管理をしている建物の中
で、さらに生体認証による入退室管理を行っている部屋（サーバ室）に設置した施錠可能なラック内に
保管する。
②サーバ室の入退室については，システム管理者が許可した者に限定しており，サーバへのアクセス
はＩＤとパスワードによる認証が必要となる。
<eLTAX通知等電子配信システム（通知IFS）、地方税外部連携システム及び自動車保有関係手続の
ワンストップサービス（OSS）における措置>
①これらシステムから連携される特定個人情報は、県情報主管課が整備したコンピュータセンターに
用意されたサーバ内に保管する。

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

十分に行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している ①NISC政府機関統一基準群
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 ⑥技術的対策

 具体的な対策の内容

<税務システムにおける措置>
①税務システムは仮想化基盤上で動作しており、物理端末上には特定個人情報に関するデータを保
存しない。
②税務システムは県情報主管課から提供される共通基盤ID及びパスワードによる認証並びに指静脈
による生体認証を行っている。
③端末機は、管理職による承認を得なければ外部入出力装置を接続することができない設定としてい
る。
④ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行っている。
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①中間サーバ･プラットフォームではＵＴＭ（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネット
ワークを効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行
うとともに、ログの解析を行う。
②中間サーバ･プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
<国税連携システムにおける措置>
①ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行っている。
②導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
③外部からのアクセスに対しては、物理的にネットワークを分離することでアクセスそのものを遮断し
ている。
④データベースへのアクセスに対しては、ファイアウォールで不正アクセスを遮断するとともに，プログ
ラムにより、アクセス制御しており、システム管理者から許可を得た者以外は、データベースを参照・更
新・消去することができない仕組みとしている。
<eLTAX通知等電子配信システム（通知IFS）、地方税外部連携システム及び自動車保有関係手続の
ワンストップサービス（OSS）における措置>
①これらシステムから連携される特定個人情報は、職員PCからはVDI経由でのアクセスのみ許可し、
VDIは県情報主管課が整備したコンピュータセンターに用意された仮想マシンを利用する。VDIはファイ
ル持出不可設定、コピー＆ペースト不可設定等の制限ポリシーを設定している。

十分に行っている[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞]
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十分に行っている

十分に行っている

[

[

 ⑨過去３年以内に、評価実
施機関において、個人情報に
関する重大事故が発生したか

[ 発生あり

 その内容

①誤って送信先メールアドレスをTO欄に入れてイベントのお知らせを送信した。②誤って送信先メール
アドレスをTO欄に入れて見学会の案内を送信した。③精神保健福祉診察の受入の打診に必要な情報
を、誤って別の宛先にFAXで送付した。④特定医療費支給認定にかかる新規申請書の添付書類１通
の所在が不明となった。⑤受託事業者のネットワークシステムがウイルスに感染し、個人情報等の流
出の可能性が生じた。⑥受託事業者が、記入済問診票を含む歯科検診票を、誤って別の受診者に交
付した。⑦入所利用者の氏名、利用者が通所する外部事業所名等が記載された書面を施設外で紛失
した。⑧受託事業者のネットワークシステムがウイルスに感染し、個人情報等の流出の可能性が生じ
た。⑨受託事業者が、要配慮個人情報が掲載されたファイルを誤送信した。⑩要配慮個人情報の記
載欄がある書類を紛失した。⑪施設利用者に送付する障害福祉サービスの内訳にかかる文書を誤送
付した。⑫過去に県システムの構築、運用を委託していた事業者が不正アクセスを受け、個人情報漏
えいの可能性が生じた。⑬受託事業者が、誤って本来送信すべきでない相手方を同報先として盲ろう
者通訳・介助員の派遣に関するメールを送信した。⑭県が実施する事業を委託しているＡ社に対して、
委託業務に含まれていない事業に係る個人情報を誤ってメールで送信した。⑮難病患者の特定医療
費支給認定にあたり、審査担当医師に送付した事前審査書類が所在不明となった。⑯再委託先が、
個人情報を保存しているパソコンの盗難に遭った。⑰県民あてに送付した封筒の一部が破損し、封入
したUSBメモリの所在が不明になった。⑱受託事業者が、盲ろう者通訳・介助員派遣決定通知を誤って
同姓の別人に送信した。⑲受託事業者が、氏名のマスキングが不十分な研修資料を配付した。⑳受
託事業者が、個人情報が記録された資料を、誤ってダウンロード可能なクラウドストレージに添付し
た。㉑「経過的福祉手当」の受給者１名分のケースファイルの所在が不明となった。㉒受託事業者のシ
ステムが不正アクセスを受け、個人情報が漏えいした。㉓要配慮個人情報を含む相談受付票を、誤っ
て無関係の医療機関にFAXで送付した。

 再発防止策の内容

①個人情報の取扱いについて職員に徹底することとした。②メール送信の際は、適切な宛先設定及び
複数人による確認を徹底することとした。③個人情報のマスキングの実施や、送付先のダブルチェック
を徹底することとした。④個人情報を含む書類の複数人による確認等の徹底及び事務処理手順等の
変更を検討することとした。⑤受託事業者において情報セキュリティを強化するとともに、県において受
託事業者の監督を徹底することとした。⑥受託事業者において当日の書本人確認手続の追加等を行
うとともに、県において措置の確実な実施を指導することとした。⑦個人情報が記載された書類は原則
として持ち出さないこととしたほか、例外的に持ち出す場合は記載内容に配慮することとした。⑧外部
機関による調査結果を踏まえ、新たなネットワークシステムの導入等を行うこととした。 ⑨受託事業者
におけるファイルの管理方法の改善及びファイルの利用権限を持つ職員の限定を指示することとし
た。⑩書類の管理方法や持ち出し時のダブルチェック等を行うこととした。⑪文書封入時に、読み上げ
によるダブルチェックを行うこととした。⑫元委託先において、Webアプリケーションファイアウォールの
多層化検討及び振る舞い検知の強化を実施することとした。⑬受託事業者において情報共有の方法
やメール送信時のチェック体制を是正した。⑭メール送信の際は、添付ファイルの内容確認を徹底す
るとともに、複数人での確認を徹底することとした。⑮医師との書類のやり取りについての管理簿を作
成するとともに、レターパックの追跡用シールを課内で保存することとした。⑯外出先での危機の管理
方法や個人情報の漏えい等対策の見直し等を行うこととした。⑰記録媒体による個人情報の送付を控
えるとともに、やむを得ず送付する場合は封筒破損を防ぐ措置を講じることとした。⑱受託事業者にお
いて、メールソフトに誤送信防止のアドインを導入する等の措置を講じることとした。⑲受託事業者にお
いて、資料提供時に十分な確認を徹底することとした。⑳受託事業者において、資料提供時に十分な
確認を徹底することとした。㉑行政文書の適正な管理を徹底することとした。㉒検討中。㉓FAX送信時
に、複数名による宛先の確認を徹底することとした。

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞]

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

]

3） 十分に行っていない

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法
死者の個人番号と生存する個人の個人番号とを分けて管理していないため、「Ⅲ特定個人情報ファイ
ルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」において示す、生存する個人の個人番号と同様の管理を行
う。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞]

]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容
納税者情報は、各申告情報に基づいており、賦課徴収事務において、必要があれば、調査等を行い
情報の更新を行う。また、定期的に住民基本台帳ネットワークシステムと突合を行う。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]
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3） 課題が残されている
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 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 手順の内容
･システム上のデータで保存期間の過ぎた特定個人情報は、確認の上消去を行う。
･紙媒体で保存期間の過ぎた特定個人情報は、確認の上外部業者による裁断溶解処理を行う。
･媒体を問わず、廃棄の際は廃棄履歴を記録する。

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている
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<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
･中間サーバ･プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラ
シの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用･監視を
実現する。

3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている

]十分に行っている[

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査

[ ]

＜選択肢＞

 ３．その他のリスク対策

十分に行っている

 具体的な方法

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている

<税務システムの運用における措置>
①職員に対しては、個人情報保護に関する研修の受講を義務付けている。
②委託業者に対しては、契約内容に個人情報保護に関する研修の実施を義務付け、秘密保持契約を
締結している。
③違反行為を行った者に対しては、指導を行うほか、違反行為の程度によっては懲戒の対象となりう
る。
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
・IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育
資材を作成し、中間サーバー･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規則（接
続運用規程等）や情報セキュリティに関する教育を年次（年２回）及び随時（新規要員着任時）実施す
ることとしている。

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検 十分に行っている[ ＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

 具体的なチェック方法

 具体的な内容

<税務システムの運用における措置>
･評価書の記載内容どおりの運用ができているか、情報セキュリティ点検チェックリスト等を使用して、
年１回確認を行っている。
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
･運用規則等に基づき、中間サーバ･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的
に自己点検を実施することとしている。

<税務システムの運用における措置>
①以下の観点で内部監査を年に一度実施する。
　･評価書記載事項と運用実態のチェック
　･個人情報保護に関する規定、体制整備
　･個人情報保護に関する人的安全管理措置
　･職員の役割責任の明確化、安全管理措置の周知･教育
　･個人情報保護に関する技術的安全管理措置
②監査の結果を踏まえ、体制や規定を改善していく。
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
･運用規則等に基づき、中間サーバ･プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。

 従業者に対する教育・啓発
＜選択肢＞

-29-



Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
神奈川県政策局政策部情報公開広聴課　又は　総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-210-1111　内線3720(情報公開広聴課)又は2385(税務指導課)

 ②請求方法 指定様式による書面の提出により開示･訂正･利用停止請求を受け付ける。

 特記事項 －

 ③手数料等
[ 無料 ] ＜選択肢＞

1) 有料 2) 無料

（手数料額、納付方法： 手数料は無料、写し等の交付に要する費用は請求者の負担 ）

 ④個人情報ファイル簿の公
表

[ 行っていない ] ＜選択肢＞
1) 行っている 2) 行っていない

 個人情報ファイル名 －

 公表場所 －

 ②対応方法 ･問い合わせの受付時に受付票を起票し、対応について記録を残す。

 ⑤法令による特別の手続 －

 ⑥個人情報ファイル簿への
不記載等

－

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ①連絡先
神奈川県総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-210-1111内線2385
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 ①実施日

 ②方法

 ④主な意見の内容

 ⑤評価書への反映

 ３．第三者点検

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

 ③期間を短縮する特段の理
由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間

　かながわ県民意見反映手続要綱に基づき、県ホームページ及び県の窓口にて意見募集の掲載を行
い、電子メール又は書面にて意見の受付を行う。

 １．基礎項目評価

 ①実施日 令和8年5月18日

 ②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②個人情報保護委員会によ
る審査

 ③結果

4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞
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平成28年12月15日

Ⅰ　基本情報
１．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務
②事務の内容

・特定個人情報ファイルは、上記事務に係る次
の事務に使用する。
(1)略
(2)賦課徴収に当たっての個人情報の確認（納
税通知書等の返戻調査を含む。）
(3)略
(4)略
(5)略

・特定個人情報ファイルは、上記事務に係る次
の事務に使用する。
(1)略
(2)住民基本台帳ネットワークシステムを利用し
た本人確認情報の確認
(3)略
(4)略
(5)略

事前 重要な変更

（別添３）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年12月15日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム４
③他のシステムとの接続

[ 　 ] 税務システム [ ○ ] 税務システム 事前 重要な変更

平成28年12月15日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム４
②システムの機能

①略
②本人確認情報の提供：住基法に基づく都道
府県知事保存本人確認情報又は機構保存本
人確認情報の照会に対し、照会対象者の４情
報等に該当する本人確認情報を、都道府県知
事保存本人確認情報ファイル又は機構保存本
人確認情報ファイルから抽出し、業務端末の画
面に表示する。（必要に応じて帳票に出力、又
は代表端末により電子記録媒体に出力する。）
③本人確認情報の利用：住基法に基づく都道
府県知事保存本人確認情報の検索に対し、検
索対象者の４情報等に該当する本人確認情報
を、都道府県知事保存本人確認情報ファイル
から抽出し、業務端末の画面に表示する。（必
要に応じて帳票に出力、又は代表端末により
電子記録媒体に出力する。）

①略
②本人確認情報の提供：住基法に基づく都道
府県知事保存本人確認情報又は機構保存本
人確認情報の照会に対し、照会対象者の４情
報等に該当する本人確認情報を、都道府県知
事保存本人確認情報ファイル又は機構保存本
人確認情報ファイルから抽出し、業務端末の画
面に表示する。（必要に応じて帳票に出力、又
は代表端末若しくは業務端末を操作し媒体連
携若しくは回線連携により出力する。）
③本人確認情報の利用：住基法に基づく都道
府県知事保存本人確認情報の検索に対し、検
索対象者の４情報等に該当する本人確認情報
を、都道府県知事保存本人確認情報ファイル
から抽出し、業務端末の画面に表示する。（必
要に応じて帳票に出力、又は代表端末若しくは
業務端末を操作し媒体連携若しくは回線連携
により出力する。）

事前 重要な変更

平成28年12月15日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム１
③他のシステムとの接続

[ 　 ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム 事前 重要な変更

平成28年12月15日

（別添１）事務の内容
①課税事務～⑥徴収事務の
図

(2)賦課徴収に当たっての個人情報の確認（納
税通知書等の返戻調査を含む。）

(2)住民基本台帳ネットワークシステムを利用し
た本人確認情報の確認

事前 重要な変更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年12月15日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法

・特定個人情報ファイルは、上記事務に係る次
の事務に使用する。
(1)略
(2)賦課徴収に当たっての個人情報の確認（納
税通知書等の返戻調査を含む。）
(3)略
(4)略
(5)略

・特定個人情報ファイルは、上記事務に係る次
の事務に使用する。
(1)略
(2)住民基本台帳ネットワークシステムを利用し
た本人確認情報の確認
(3)略
(4)略
(5)略

事前 重要な変更

平成28年12月15日

（別添１）事務の内容
税務電算システムと他のシス
テムとの連携の図

(2)個人情報の確認 (2)本人確認情報の確認 事前 重要な変更

平成29年6月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
３．特定個人情報の使用
リスク２

･システムを使用する必要がある職員等を特定
し、個人ごとにユーザーIDを割り当てるととも
に、IDとパスワードによる認証を行っている。
･ユーザーIDの情報照会・情報提供の記録を取
得している。

･システムを使用する必要がある職員等を特定
し、個人ごとにユーザーIDを割り当てるととも
に、IDとパスワードによる認証及び指静脈によ
る生体認証を行っている。
･ユーザーIDの情報照会・情報提供の記録を取
得している。

事後 軽微な変更

平成29年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
２．基本情報
⑤保有開始日

平成29年１月予定 平成29年1月4日 事後 時点修正

平成28年12月15日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
３．特定個人情報の使用
事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

･税務電算システムには、県税事務に関係のな
い情報を保有しない。
･税務電算システムが他のシステムと接続する
場合、連携する情報は県税事務に関する情報
のみに限定されるようシステムで制限する。

･税務電算システムには、県税事務に関係のな
い情報を保有しない。
･税務電算システムが他のシステムと接続する
場合、連携する情報は県税事務に関する情報
のみに限定されるようシステムで制限する。
・税務電算システムと住民基本台帳ネットワー
クシステムとの回線連携においては、住民基本
台帳ネットワークシステムの業務端末及び本人
確認情報が目的外使用されないように通信制
御を行う。

事前 重要な変更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年6月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
再発防止策の内容

①　当該委託先に対して指導を行い、外部へ
のメール送信時には必ず責任者等の確認を受
けた上で送信を行う旨の社内ルールを制定さ
せた。
②　教員を対象に毎年、個人情報の適切な取
扱いに係る研修を実施することとし、研究計画
書のうち個人情報取扱手順については研究倫
理委員会の委員全員で審査を行うこととした。
また、学生用のＵＳＢメモリ取扱基準を策定し、
新入生及び卒業論文作成に向けた３年生、４
年生を対象に毎年研修を実施することとした。

教員を対象に毎年、個人情報の適切な取扱い
に係る研修を実施することとし、研究計画書の
うち個人情報取扱手順については研究倫理委
員会の委員全員で審査を行うこととした。また、
学生用のＵＳＢメモリ取扱基準を策定し、新入
生及び卒業論文作成に向けた３年生、４年生を
対象に毎年研修を実施することとした。

事後 時点修正

平成29年6月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
その内容

①　平成25年９月に、県の業務委託先が企業
向けにメールマガジンを送信する際、本来ＢＣ
Ｃで送信するべきところを誤ってＣＣで送信し、
企業担当者179名の個人アドレスが互いに把
握できる状態となった。
②　平成26年11月に、県立大学で学生が研究
用の個人データ（790名分の氏名、身長、体重
等）をＵＳＢメモリで持ち出し紛失した。

平成26年11月に、県立大学で学生が研究用の
個人データ（790名分の氏名、身長、体重等）を
ＵＳＢメモリで持ち出し紛失した。

事後 時点修正

平成29年6月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
⑤物理的対策　具体的な対
策の内容

<税務電算システムにおける措置>
･サーバ等の設置場所は、ICカードによる入室
管理を行っている。
･サーバラックは、施錠管理を行っている。
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
･中間サーバ･プラットフォームをデータセンター
に構築し、設置場所への入退室者管理、有人
監視及び施錠管理をすることとしている。また、
設置場所はデータセンター内の専用の領域と
し、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る。

<税務電算システムにおける措置>
･情報システム課が管理するコンピューターセ
ンターにて管理している。コンピューターセン
ターは地震等自然災害の対策、24時間365日
運用監視、ホスティング環境を備えた安全性、
効率性、セキュリティ強化のサービスを提供す
る。
･サーバラックは、施錠管理を行っている。
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
･中間サーバ･プラットフォームをデータセンター
に構築し、設置場所への入退室者管理、有人
監視及び施錠管理をすることとしている。また、
設置場所はデータセンター内の専用の領域と
し、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る

事後 軽微な変更

平成29年6月30日

Ⅴ　開示請求、問合せ
２．特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ
①連絡先

神奈川県総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-210-2326

神奈川県総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-285-0818

事後 組織再編

平成29年6月30日

Ⅴ　開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
①請求先

神奈川県県民局くらし県民部情報公開広聴課
又は　総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-210-1111　内線3718(情報公開広聴
課)又は2326(税務指導課)

神奈川県県民局くらし県民部情報公開広聴課
又は　総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-210-1111　内線3720(情報公開広聴
課)又は2352(税務指導課)

事後 組織再編
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報の取扱いの
委託　委託事項2　⑥委託先
名

株式会社トランス・コスモス 株式会社バックスグループ 事後 軽微な変更

令和1年6月28日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
その内容

平成26年11月に、県立大学で学生が研究用の
個人データ（790名分の氏名、身長、体重等）を
ＵＳＢメモリで持ち出し紛失した。

平成30年７月に高齢福祉課職員が、「介護予
防・健康づくり運動指導員」が所属する事業所
一覧を県ホームページ上で公開する際に、誤っ
て指導員の住所等を含んだデータを公開してし
まった。

事後 時点修正

令和1年6月28日

Ⅰ　基本情報
７．評価実施機関における担
当部署
②所属長の役職名

― 税務指導課長 事後 様式変更

令和1年6月28日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム5　②システムの機能

・国税連携システムは、国及び地方を通じた税
務事務の一層の効率化を図るため、全都道府
県及び全市町村が会員となっている一般社団
法人地方税電子化協議会が構築した地方税
ポータルシステムeLTAXを構成するシステムの
ひとつであり、平成23年1月から運用が開始さ
れている。
・国税庁のe-Taxにより提出された所得税申告
書等データ及び国税当局に書面で提出された
所得税申告書等に係るデータが総合行政ネッ
トワーク（ＬＧＷＡＮ）を通じ送付される。
・国税連携システムには、
①国税庁からeLTAXを通じて送付された所得
税申告書等データの受領
②他の都道府県に対する所得税申告書等デー
タの送付
等の機能がある。

・国税連携システムは、国及び地方を通じた税
務事務の一層の効率化を図るため、全都道府
県及び全市町村が会員となっている地方税共
同機構が構築した地方税ポータルシステム
eLTAXを構成するシステムのひとつであり、平
成23年1月から運用が開始されている。
・国税庁のe-Taxにより提出された所得税申告
書等データ及び国税当局に書面で提出された
所得税申告書等に係るデータが総合行政ネッ
トワーク（ＬＧＷＡＮ）を通じ送付される。
・国税連携システムには、
①国税庁からeLTAXを通じて送付された所得
税申告書等データの受領
②他の都道府県に対する所得税申告書等デー
タの送付
等の機能がある。

事後 軽微な変更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年1月9日

Ⅴ　開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
①請求先

神奈川県県民局くらし県民部情報公開広聴課
又は　総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-210-1111　内線3720(情報公開広聴
課)又は2352(税務指導課)

神奈川県政策局政策部情報公開広聴課　又は
総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-210-1111　内線3720(情報公開広聴
課)又は2352(税務指導課)

事後 組織再編

令和2年1月9日

Ⅰ　基本情報
５．個人番号の利用　※
法令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第一の16の項及び
89の項

番号法第９条第１項　別表第一の16の項及び
99の項

事後 根拠法令の施行

令和1年6月28日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
再発防止策の内容

教員を対象に毎年、個人情報の適切な取扱い
に係る研修を実施することとし、研究計画書の
うち個人情報取扱手順については研究倫理委
員会の委員全員で審査を行うこととした。また、
学生用のＵＳＢメモリ取扱基準を策定し、新入
生及び卒業論文作成に向けた３年生、４年生を
対象に毎年研修を実施することとした。

ホームページ公開に係る確認の手順を整備
し、職員全員で共有した。

事後 時点修正

令和2年10月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２

自動車取得税及び自動車税申告書受付等業
務

自動車税環境性能割及び自動車税種別割申
告書受付等業務

事後 根拠法令の施行

令和2年10月14日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム６　②システムの機
能

②税額算出機能：自動車税額の算出、自動車
取得税額の是非の判定を行い、税額データの
保管を行う。

②税額算出機能：自動車税種別割額税額の算
出、自動車税環境性能割税額の是非の判定を
行い、税額データの保管を行う。

事後 根拠法令の施行

令和2年10月14日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム６　②システムの機
能

・OSSシステムとは、自動車を保有するために
必要な手続（検査･登録､保管場所証明､国税
及び地方税の納税等）をインターネットにより一
括して行うために国土交通省が主体となって、
国、県及び警察が協力して運営している全国
的なシステムである。以下、OSSシステムのう
ち地方税である自動車税･自動車取得税部分
について記載する。

・OSSシステムとは、自動車を保有するために
必要な手続（検査･登録､保管場所証明､国税
及び地方税の納税等）をインターネットにより一
括して行うために国土交通省が主体となって、
国、県及び警察が協力して運営している全国
的なシステムである。以下、OSSシステムのう
ち地方税である自動車税種別割･自動車税環
境性能割部分について記載する。

事後 根拠法令の施行
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２　②取扱いを委託
する特定個人情報ファイルの
範囲
その妥当性

自動車取得税及び自動車税の申告･減免受付
や記載内容の審査を行うため、その事務の範
囲内の特定個人情報を委託先で取り扱う必要
がある。

自動車税環境性能割及び自動車税種別割の
申告･減免受付や記載内容の審査を行うため、
その事務の範囲内の特定個人情報を委託先で
取り扱う必要がある。

事後 根拠法令の施行

令和2年10月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２　②取扱いを委託
する特定個人情報ファイルの
範囲
対象となる本人の範囲　※

自動車取得税及び自動車税の納税者
自動車税環境性能割及び自動車税種別割の
納税者

事後 根拠法令の施行

令和2年10月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２　①委託内容

自動車取得税及び自動車税の申告･減免受
付、収納事務及び電話応答等業務

自動車税環境性能割及び自動車税種別割の
申告･減免受付、収納事務及び電話応答等業
務

事後 根拠法令の施行

令和2年10月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３　②取扱いを委託
する特定個人情報ファイルの
範囲
その妥当性

自動車税等の問い合わせに対する回答、納付
の呼びかけ及び納付書の作成･送付に関する
事務は、自動車税等の納税者を対象としてい
るため、その事務の範囲内の特定個人情報を
委託先で取り扱う必要がある。

自動車税種別割等の問い合わせに対する回
答、納付の呼びかけ及び納付書の作成･送付
に関する事務は、自動車税種別割等の納税者
を対象としているため、その事務の範囲内の特
定個人情報を委託先で取り扱う必要がある。

事後 根拠法令の施行

令和2年10月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３　②取扱いを委託
する特定個人情報ファイルの
範囲
対象となる本人の範囲　※

自動車取得税及び自動車税の納税者
自動車税環境性能割及び自動車税種別割の
納税者

事後 根拠法令の施行

令和2年10月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３　①委託内容

自動車取得税及び自動車税の「問い合わせに
対する回答」と「電話による未納者への自主納
付の呼びかけ」業務

自動車税環境性能割及び自動車税種別割の
「問い合わせに対する回答」と「電話による未納
者への自主納付の呼びかけ」業務

事後 根拠法令の施行
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年2月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
６．特定個人情報の保管・消
去
①　保管場所

<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①中間サーバ･プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館
及びサーバ室への入室を厳重に管理する。

<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①中間サーバ･プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館
及びサーバ室への入室を行う際は、警備員な
どにより顔写真入りの身分証明書と事前申請
の照合を行う。

事前
特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスク
を明らかに軽減させる変更

令和2年10月14日
別添２　特定個人情報ファイ
ル記録項目

― 自動車税申告書マスタ 事後 根拠法令の施行

令和2年10月14日
別添２　特定個人情報ファイ
ル記録項目

自動車二税申告書マスタ ― 事後 根拠法令の施行

令和3年10月13日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム１
①システムの名称

税務電算システム 税務システム 事後 軽微な変更

令和3年2月13日

Ⅳ　その他リスク対策
２．従業者に対する教育・啓
発
従業者に対する教育・啓発
具体的な方法

<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①中間サーバ･プラットフォームの運用に携わ
る職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等
を実施することとしている。
②中間サーバ･プラットフォームの業務に就く場
合は、運用規則等について研修を行うこととし
ている。

<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
・IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の
情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリ
ティ教育資
材を作成し、中間サーバー･プラットフォームの
運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規
則（接続運
用規程等）や情報セキュリティに関する教育を
年次（年２回）及び随時（新規要員着任時）実施
すること
としている。

事前
特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスク
を明らかに軽減させる変更

令和3年2月13日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
⑤物理的対策　具体的な対
策の内容

<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
･中間サーバ･プラットフォームをデータセンター
に構築し、設置場所への入退室者管理、有人
監視及び施錠管理をすることとしている。また、
設置場所はデータセンター内の専用の領域と
し、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る。

<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①中間サーバ･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、
有人監視及び施錠管理をすることとしている。
また、設置場所はデータセンター内の専用の領
域とし、他テナントとの混在によるリスクを回避
する。
②事前に申請し承認されていない物品、記憶
媒体、通信機器などを不正に所持し、持出持込
することがないよう、警備員などにより確認して
いる。

事前
特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスク
を明らかに軽減させる変更

令和3年10月13日
Ⅰ　基本情報
３．特定個人情報ファイル名

税務電算システム名簿マスタファイル 税務システム名簿マスタファイル 事後 軽微な変更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年10月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
１.特定個人情報ファイル名

税務電算システム名簿マスタファイル 税務システム名簿マスタファイル 事後 軽微な変更

令和3年10月13日 別添１　事務の内容 税務電算システム 税務システム 事後 軽微な変更

令和3年10月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲
その妥当性

税務電算システムの管理運用及び簡易なプロ
グラム修正に当たっては、電算処理の対象で
ある納税義務者の特定個人情報を取り扱う必
要がある。

税務システムの管理運用及び簡易なプログラ
ム修正に当たっては、電算処理の対象である
納税義務者の特定個人情報を取り扱う必要が
ある。

事後 軽微な変更

令和3年10月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
①委託内容

税務電算システムの安定した運用のためのシ
ステムの維持管理、障害対応、簡易なプログラ
ム修正及びネットワーク監視業務

税務システムの安定した運用のためのシステ
ムの維持管理、障害対応、簡易なプログラム修
正及びネットワーク監視業務

事後 軽微な変更

令和3年10月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１

税務電算システムの管理運用業務 税務システムの管理運用業務 事後 軽微な変更

令和3年10月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３
⑥委託先名

株式会社ベルシステム 株式会社バックスグループ 事後 軽微な変更

令和3年10月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
⑨再委託事項

税務電算システムの管理運用業務の一部 税務システムの管理運用業務の一部 事後 軽微な変更

令和3年10月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
⑥委託先

株式会社日立製作所横浜支社 株式会社日立製作所横浜支店 事後 軽微な変更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年10月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
６.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

<税務電算システムにおける措置> <税務システムにおける措置> 事後 軽微な変更

令和3年10月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
６.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

<税務電算システムにおける措置>
ICカード及び静脈認証で入室を管理している部
屋に設置したサーバ内に保管する。また、サー
バへのアクセスはＩＤとパスワードによる認証が
必要となる。

<税務システムにおける措置>
①県情報主管課が整備したコンピュータセン
ターに用意されたサーバ内に保管する。
②サーバラックは施錠管理を行っている。
<県コンピュータセンターにおける措置>
①水災害被害の危険が少ない等の安全な施
設
②地震、火災、落雷に強い建物
③24時間365日稼働のための設備（電源設備、
空調設備、通信設備の冗長化による故障や保
守作業時における連続稼働の実現など）
④高セキュリティ対策（ICカード・生体認証等に
よるアクセス管理、監視員・監視カメラ・監視セ
ンサー等による監視）
⑤コンピュータセンターへの入室には、県情報
主管課に申請を行い、承認を得る必要がある。

事後
特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスク
を明らかに軽減させる変更

令和3年10月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５.特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
①法令上の根拠

番号法第19条第８号 番号法第19条第９号 事後 軽微な変更

令和3年10月13日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
3.特定個人情報の使用
事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

･税務電算システムには、県税事務に関係のな
い情報を保有しない。
･税務電算システムが他のシステムと接続する
場合、連携する情報は県税事務に関する情報
のみに限定されるようシステムで制限する。
・税務電算システムと住民基本台帳ネットワー
クシステムとの回線連携においては、住民基本
台帳ネットワークシステムの業務端末及び本人
確認情報が目的外使用されないように通信制
御を行う。

･税務システムには、県税事務に関係のない情
報を保有しない。
･税務システムが他のシステムと接続する場
合、連携する情報は県税事務に関する情報の
みに限定されるようシステムで制限する。
・税務システムと住民基本台帳ネットワークシ
ステムとの回線連携においては、住民基本台
帳ネットワークシステムの業務端末及び本人確
認情報が目的外使用されないように通信制御
を行う。

事後 軽微な変更

令和3年10月13日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
１.特定個人情報ファイル名

税務電算システム名簿ファイル 税務システム名簿ファイル 事後 軽微な変更

令和3年10月13日
（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

　　　　　　　　　　　　― 別添のとおり 事後 軽微な変更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年10月13日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
3.特定個人情報の使用
アクセス権限の発効・失効の
管理
具体的な管理方法

①ID/パスワードの発行管理
･部署及び業務別にアクセス権限を付与してい
る。
 業務ごとに更新権限の必要があるか、照会権
限のみでよいかを整理し、必要なアクセス権限
のみを付与している。
②失効管理
･権限を有していた職員の異動退職情報を税務
電算システム管理担当者が確認し、異動退職
があった際はアクセス権限を更新し、当該IDを
失効させている。

①アクセス権限の発効
･共通基盤IDが属しているグループ（部署及び
業務別）にアクセス権限を付与している。
・グループごとに更新権限の必要があるか、照
会権限のみでよいかを整理し、必要なアクセス
権限のみを付与している。
②アクセス権限の失効
･人事異動により、業務に必要なくなった権限
は速やかに削除を行う。また、異動退職があっ
た際は、共通基盤IDは県情報主管課により変
更又は削除が行われる仕組みとなっている。

事後
特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスク
を明らかに軽減させる変更

令和3年10月13日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
3.特定個人情報の使用
ユーザ認証の管理
具体的な管理方法

･システムを使用する必要がある職員等を特定
し、個人ごとにユーザーIDを割り当てるととも
に、IDとパスワードによる認証及び指静脈によ
る生体認証を行っている。
･ユーザーIDの情報照会・情報提供の記録を取
得している。

･県情報主管課から職員個人に割り当てられる
共通基盤ID及びパスワードによる認証並びに
指静脈による生体認証を行っている。
・情報照会・情報提供の処理記録を共通基盤
IDを含めて取得している。

事後
特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスク
を明らかに軽減させる変更

令和3年10月13日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
3.特定個人情報の使用
その他の措置の内容

･税務電算システムは、権限を有する者しかア
クセスできないようＩＤとパスワードによる認証を
行っている。
･パスワードは３ヶ月ごとに変更しないと、シス
テムにログインできない。

･税務システムは、権限を有する者しかアクセ
スできないよう、県情報主管課から職員個人に
割り当てられる共通基盤ＩＤとパスワードによる
認証及び認可を行っている。
･パスワードは定期的に変更しないと、共通基
盤IDは失効する。

事後
特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスク
を明らかに軽減させる変更

令和3年10月13日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
3.特定個人情報の使用
リスク３：従事者が事務外で使
用するリスク
リスクに対する措置の内容

･情報管理等について、情報セキュリチィ点検
チェックリスト等を使用して、年１回確認を行っ
ている。

･情報管理等について、情報セキュリティ点検
チェックリスト等を使用して、年１回確認を行っ
ている。

事後 軽微な変更

令和3年10月13日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
3.特定個人情報の使用
アクセス権限の管理
具体的な管理方法

･共用IDは発行せず、必ず個人に対しユーザー
IDを発行する。
･パスワードは３ヶ月ごとに変更しないと、シス
テムにログインできない。
･ユーザーIDやアクセス権を税務電算システム
管理担当者が定期的に確認し、事務上アクセ
スが不要となったIDやアクセス権を変更又は削
除する。
･ユーザーIDやパスワードの管理状況等は、税
務電算システム管理者が点検を行う。

・共用IDは発行せず、必ず個人に対して割り当
てられる共通基盤IDを利用する。
・グループごと（部署及び業務別）にアクセス権
限を管理している。
・また、アクセス権限があるものについても、更
新権限の必要があるか、照会権限のみでよい
かを整理し、必要なアクセス権限のみを設定し
ている。

事後
特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスク
を明らかに軽減させる変更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年10月13日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
情報保護管理体制の確認

なお、税務電算システム管理者又は税務電算
システム管理担当者は、必要に応じて委託先
において個人情報保護体制が確保されている
か報告を求め、立入調査を行う。

なお、税務システム管理者又は税務システム
管理担当者は、必要に応じて委託先において
個人情報保護体制が確保されているか報告を
求め、立入調査を行う。

事後 軽微な変更

令和3年10月13日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
７.特定個人情報の保管・消去
リスク１：　特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑤技術的対策
具体的な対策の内容

<税務電算システムにおける措置>
①税務電算システムはユーザーID、パスワード
を設定している。
②端末機は、管理職による承認を得なければ
外部入出力装置を接続することができない設
定としている。
③ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイ
ルの更新を行っている。

<税務システムにおける措置>
①税務システムは仮想化基盤上で動作してお
り、物理端末上には特定個人情報に関する
データを保存しない。
②税務システムは県情報主管課から提供され
る共通基盤ID及びパスワードによる認証並び
に指静脈による生体認証を行っている。
③端末機は、管理職による承認を得なければ
外部入出力装置を接続することができない設
定としている。
④ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイ
ルの更新を行っている。

事後
特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスク
を明らかに軽減させる変更

令和3年10月13日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
７.特定個人情報の保管・消去
リスク１：　特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

<税務電算システムにおける措置>
･情報システム課が管理するコンピューターセ
ンターにて管理している。コンピューターセン
ターは地震等自然災害の対策、24時間365日
運用監視、ホスティング環境を備えた安全性、
効率性、セキュリティ強化のサービスを提供す
る。
･サーバラックは、施錠管理を行っている。

<税務システムにおける措置>
①県情報主管課が整備したコンピュータセン
ターに用意されたサーバ内に保管する。
②サーバラックは施錠管理を行っている。
<県コンピュータセンターにおける措置>
①水災害被害の危険が少ない等の安全な施
設
②地震、火災、落雷に強い建物
③24時間365日稼働のための設備（電源設備、
空調設備、通信設備の冗長化による故障や保
守作業時における連続稼働の実現など）
④高セキュリティ対策（ICカード・生体認証等に
よるアクセス管理、監視員・監視カメラ・監視セ
ンサー等による監視）
⑤コンピュータセンターへの入室には、県情報
主管課に申請を行い、承認を得る必要がある。

事後
特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスク
を明らかに軽減させる変更

令和3年10月13日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報の提供ルール
委託先から他者への提供に
関するルールの内容及び
ルール遵守の確認方法

･提供にあたっては、提供先及び実施日等を記
録し、税務電算システム管理担当者に報告を
行う。なお、取扱いについては、提供先におい
ても委託先と同様な措置を行う。

･提供にあたっては、提供先及び実施日等を記
録し、税務システム管理担当者に報告を行う。
なお、取扱いについては、提供先においても委
託先と同様な措置を行う。

事後 軽微な変更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年10月13日

Ⅳ　その他のリスク対策
１.監査
②監査
具体的な内容

<税務電算システムの運用における措置> <税務システムの運用における措置> 事後 軽微な変更

令和3年10月13日

Ⅳ　その他のリスク対策
１.監査
①自己点検
具体的なチェック方法

<税務電算システムの運用における措置> <税務システムの運用における措置> 事後 軽微な変更

令和3年10月13日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
７.特定個人情報の保管・消去
リスク１：　特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

・その内容
平成30年７月に高齢福祉課職員が、「介護予
防・健康づくり運動指導員」が所属する事業所
一覧を県ホームページ上で公開する際に、誤っ
て指導員の住所等を含んだデータを公開してし
まった。
・再発防止策の内容
ホームページ公開に係る確認の手順を整備
し、職員全員で共有した。

・その内容
①リース契約満了により返却したハードディス
クが、リース会社からそのハードディスクの処
分委託業務を受託した会社の社員により盗難・
売却された。そのハードディスクの購入者が復
元ソフトを使用したことにより、最終的に個人情
報を含む県のデータが第三者に閲覧できる状
態になった可能性が生じたことが令和元年12
月頃に発覚した。②令和２年11月に職員が、個
人情報が含まれるデータを学校ごとに電子メー
ルで送信する際に、誤って他校のデータを削除
せず、非表示としたまま送信してしまった。
・再発防止策の内容
①個人情報を含むハードディスクを返却、廃棄
する場合は、県の管理下において、物理的破
壊及び磁気的破壊により抹消措置を行うととも
に、複数の職員で作業の完了を確認することと
した。②個人情報が含まれるデータの作成及
び送信の際は、複数の職員でチェックすること
とした。

事後 軽微な変更

令和3年10月13日

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第７号　別表第二の28の項 番号法第19条第８号　別表第二の28の項 事後 根拠法の施行

令和3年10月13日

Ⅳ　その他のリスク対策
2.従業員に対する教育・啓発
従業員に対する教育・啓発
具体的な方法

<税務電算システムの運用における措置> <税務システムの運用における措置> 事後 軽微な変更

-43-



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和4年7月8日

Ⅴ　開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
①請求先

神奈川県政策局政策部情報公開広聴課　又は
総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-210-1111　内線3720(情報公開広聴
課)又は2352(税務指導課)

神奈川県政策局政策部情報公開広聴課　又は
総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-210-1111　内線3720(情報公開広聴
課)又は2326(税務指導課)

事後 組織再編

令和4年7月8日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
７.特定個人情報の保管・消去
リスク１：　特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

・その内容
①リース契約満了により返却したハードディス
クが、リース会社からそのハードディスクの処
分委託業務を受託した会社の社員により盗難・
売却された。そのハードディスクの購入者が復
元ソフトを使用したことにより、最終的に個人情
報を含む県のデータが第三者に閲覧できる状
態になった可能性が生じたことが令和元年12
月頃に発覚した。②令和２年11月に職員が、個
人情報が含まれるデータを学校ごとに電子メー
ルで送信する際に、誤って他校のデータを削除
せず、非表示としたまま送信してしまった。
・再発防止策の内容
①個人情報を含むハードディスクを返却、廃棄
する場合は、県の管理下において、物理的破
壊及び磁気的破壊により抹消措置を行うととも
に、複数の職員で作業の完了を確認することと
した。②個人情報が含まれるデータの作成及
び送信の際は、複数の職員でチェックすること
とした。

・その内容
①リース契約満了により返却したハードディス
クが、リース会社からそのハードディスクの処
分委託業務を受託した会社の社員により盗難・
売却された。そのハードディスクの購入者が復
元ソフトを使用したことにより、最終的に個人情
報を含む県のデータが第三者に閲覧できる状
態になった可能性が生じたことが令和元年12
月頃に発覚した。②令和２年11月に職員が、個
人情報が含まれるデータを学校ごとに電子メー
ルで送信する際に、誤って他校のデータを削除
せず、非表示としたまま送信してしまった。③令
和３年９月に職員が、議会便覧を資料配架コー
ナーへ誤配架した。
・再発防止策の内容
①個人情報を含むハードディスクを返却、廃棄
する場合は、県の管理下において、物理的破
壊及び磁気的破壊により抹消措置を行うととも
に、複数の職員で作業の完了を確認することと
した。②個人情報が含まれるデータの作成及
び送信の際は、複数の職員でチェックすること
とした。③個人情報の含まれる冊子の取扱い
について庁内管理体制を再整備し、冊子等の
配架にあたっては、配架して良いものなのか内
容の確認を複数職員で徹底することとした。

事後 軽微な変更

令和4年7月8日

Ⅴ　開示請求、問合せ
２．特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ
①連絡先

神奈川県総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-285-0818

神奈川県総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-210-2326

事後 組織再編
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年6月20日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
７.特定個人情報の保管・消去
リスク１：　特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

・その内容
①リース契約満了により返却したハードディス
クが、リース会社からそのハードディスクの処
分委託業務を受託した会社の社員により盗難・
売却された。そのハードディスクの購入者が復
元ソフトを使用したことにより、最終的に個人情
報を含む県のデータが第三者に閲覧できる状
態になった可能性が生じたことが令和元年12
月頃に発覚した。②令和２年11月に職員が、個
人情報が含まれるデータを学校ごとに電子メー
ルで送信する際に、誤って他校のデータを削除
せず、非表示としたまま送信してしまった。③令
和３年９月に職員が、議会便覧を資料配架コー
ナーへ誤配架した。
・再発防止策の内容
①個人情報を含むハードディスクを返却、廃棄
する場合は、県の管理下において、物理的破
壊及び磁気的破壊により抹消措置を行うととも
に、複数の職員で作業の完了を確認することと
した。②個人情報が含まれるデータの作成及
び送信の際は、複数の職員でチェックすること
とした。③個人情報の含まれる冊子の取扱い
について庁内管理体制を再整備し、冊子等の
配架にあたっては、配架して良いものなのか内
容の確認を複数職員で徹底することとした。

・その内容
①令和２年11月に職員が、個人情報が含まれ
るデータを学校ごとに電子メールで送信する際
に、誤って他校のデータを削除せず、非表示と
したまま送信してしまった。②令和３年９月に職
員が、議会便覧を資料配架コーナーへ誤配架
した。③令和４年５月に受託事業者のパソコン
がマルウェアに感染し、当該パソコンに保存さ
れていた過去に送受信したメール情報が流出
した。
・再発防止策の内容
①個人情報が含まれるデータの作成及び送信
の際は、複数の職員でチェックすることとした。
②個人情報の含まれる冊子の取扱いについて
庁内管理体制を再整備し、冊子等の配架にあ
たっては、配架して良いものなのか内容の確認
を複数職員で徹底することとした。③受託事業
者の方で、従業員の不審メールの取扱いにか
かる対応手順の整備、従業員の教育、業務で
使用するパソコンのウイルス対策の強化、新た
なセキュリティマネジメントを実施した。

事後 軽微な変更

令和6年6月5日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４
　②取扱いを委託する特定
　個人情報ファイルの範囲

記載なし 特定個人情報ファイルの一部 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない変更である

令和6年6月5日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４
　①委託内容

記載なし
地方税ポータルシステムに係るＡＳＰサービス
の導入、提供及び各種運用保守等の業務

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない変更である

令和6年6月5日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
　委託の有無　※

［委託する］
　（　　　3　)　件

［委託する］
　（　　　4　)　件

事後
リスクを相当程度変動させる
ものではないと考えられる変
更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年6月5日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４
　②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲
　・その妥当性

記載なし
所得税申告書データの連携などを行うため、対
象となる本人の特定個人情報を取り扱う必要
がある。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない変更である

令和6年6月5日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４
②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲
　・対象となる本人の範囲

記載なし 個人事業税の課税調査対象者 事後
リスクを相当程度変動させる
ものではないと考えられる変
更

令和6年6月5日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４
②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲
　・対象となる本人の数

記載なし 100万人以上1,000万人未満 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない変更である

令和6年6月5日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４
　⑤委託先名の確認方法

記載なし
委託先が決定した際に、入札結果として県ホー
ムページで公表している。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない変更である

令和6年6月5日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４
　④委託先への特定個人
　情報ファイルの提供方法

記載なし ［○］その他（総合行政ネットワーク（LGWAN）） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない変更である

令和6年6月5日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４
　③委託先における取扱者数

記載なし 10人未満 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない変更である
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年6月5日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５.特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
①法令上の根拠

番号法第19条第９号 番号法第19条第10号 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない変更である

令和6年6月5日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４
　⑦再委託の有無

記載なし 再委託しない 事後
リスクを相当程度変動させる
ものではないと考えられる変
更

令和6年6月5日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項４
　⑥委託先名

記載なし 株式会社インテック 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない変更である

令和6年6月5日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
６．特定個人情報の保管・消
去
①　保管場所

<税務システムにおける措置>
①・②　略
<県コンピュータセンターにおける措置>
①～⑤　略
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①・②　略

<税務システムにおける措置>
①・②　略
<県コンピュータセンターにおける措置>
①～⑤　略
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①・②略
<国税連携システムにおける措置>
①国税連携システムの受信サーバは、有人に
よる監視や入退館装置による管理をしている
建物の中で、さらに生体認証による入退室管
理を行っている部屋（サーバ室）に設置した施
錠可能なラック内に保管する。
②サーバ室の入退室については，システム管
理者が許可した者に限定しており，サーバへの
アクセ
スはＩＤとパスワードによる認証が必要となる。

事後
リスクを相当程度変動させる
ものではないと考えられる変
更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年6月5日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
７.特定個人情報の保管・消去
リスク１：　特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑥技術的対策
具体的な対策の内容

<税務システムにおける措置>
①～④　略
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①～③　略

<税務システムにおける措置>
①～④　略
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①～③　略
<国税連携システムにおける措置>
①ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイ
ルの更新を行っている。
②導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、
必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
③外部からのアクセスに対しては、物理的に
ネットワークを分離することでアクセスそのもの
を遮断している。
④データベースへのアクセスに対しては、ファイ
アウォールで不正アクセスを遮断するとともに，
プログラムにより、アクセス制御しており、シス
テム管理者から許可を得た者以外は、データ
ベースを参照・更新・消去することができない仕
組みとしている。

事後
リスクを相当程度変動させる
ものではないと考えられる変
更

令和6年6月5日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策
７.特定個人情報の保管・消去
リスク１：　特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

<税務システムにおける措置>
①・②　略
<県コンピュータセンターにおける措置>
①～⑤　略
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①・②　略

<税務システムにおける措置>
①・②　略
<県コンピュータセンターにおける措置>
①～⑤　略
<中間サーバ･プラットフォームにおける措置>
①・②　略
<国税連携システムにおける措置>
①国税連携システムの受信サーバは、有人に
よる監視や入退館装置による管理をしている
建物の中で、さらに生体認証による入退室管
理を行っている部屋（サーバ室）に設置した施
錠可能なラック内に保管する。
②サーバ室の入退室については，システム管
理者が許可した者に限定しており，サーバへの
アクセスはＩＤとパスワードによる認証が必要と
なる。

事後
リスクを相当程度変動させる
ものではないと考えられる変
更

令和6年6月5日

Ⅴ　開示請求、問合せ
２．特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ
①連絡先

神奈川県総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-210-2326

神奈川県総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-210-2350

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない変更である

令和6年6月5日

Ⅴ　開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
①請求先

神奈川県政策局政策部情報公開広聴課　又は
総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-210-1111　内線3720(情報公開広聴
課)又は2326(税務指導課)

神奈川県政策局政策部情報公開広聴課　又は
総務局財政部税務指導課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話045-210-1111　内線3720(情報公開広聴
課)又は2350(税務指導課)

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない変更である
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年6月5日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリス
ク対策　７．特定個人情報の
保管・消去　リスク１：　特定個
人情報の漏えい・滅失・毀損
リスク　⑨過去３年以内に、評
価実施機関において、個人情
報に関する重大事故が発生し
たか

・その内容
①令和２年11月に職員が、個人情報が含まれ
るデータを学校ごとに電子メールで送信する際
に、誤って他校のデータを削除せず、非表示と
したまま送信してしまった。②令和３年９月に職
員が、議会便覧を資料配架コーナーへ誤配架
した。③令和４年５月に受託事業者のパソコン
がマルウェアに感染し、当該パソコンに保存さ
れていた過去に送受信したメール情報が流出
した。④令和５年８月に職員が、過去イベント
の応募者（119人）にメールを一斉送信する際、
メールアドレスをBCC欄に入力すべきところ、
誤ってTO欄に入力して一斉送信した。
・再発防止策の内容
①個人情報が含まれるデータの作成及び送信
の際は、複数の職員でチェックすることとした。
②個人情報の含まれる冊子の取扱いについて
庁内管理体制を再整備し、冊子等の配架にあ
たっては、配架して良いものなのか内容の確
認を複数職員で徹底することとした。③受託事
業者の方で、従業員の不審メールの取扱いに
かかる対応手順の整備、従業員の教育、業務
で使用するパソコンのウイルス対策の強化、新
たなセキュリティマネジメントを実施した。④
メール送信の際は複数での確認を徹底するよ
う、改めて課内に周知するとともに、課内研修
を実施する。

・その内容
①令和３年９月に職員が、議会便覧を資料配
架コーナーへ誤配架した。②令和４年５月に受
託事業者のパソコンがマルウェアに感染し、当
該パソコンに保存されていた過去に送受信した
メール情報が流出した。③職員が、無登録貸金
業者から融資を受けようとする際、他の職員の
個人情報を当該業者へ故意に提供した。④職
員が、イベント開催中のお知らせを送付するに
あたり、メールアドレスをTO欄に入れて誤送付
した。⑤見学会の案内について関係事業者の
担当に送信する際、本来BCCにより送信すべ
きところ、誤って宛先として設定し送信したた
め、全てのメールアドレスが互いに閲覧できる
状態となった。
・再発防止策の内容
①個人情報の含まれる冊子の取扱いについて
庁内管理体制を再整備し、冊子等の配架にあ
たっては、配架して良いものなのか内容の確認
を複数職員で徹底することとした。②受託事業
者の方で、従業員の不審メールの取扱いにか
かる対応手順の整備、従業員の教育、業務で
使用するパソコンのウイルス対策の強化、新た
なセキュリティマネジメントを実施した。③職員
の綱紀保持について徹底するとともに、個人情
報保護を重点とした不祥事防止研修を実施す
る。④発生部署の研修において、今回の事案
も含め、個人情報の取扱いについて職員に徹
底することとした。⑤職員に対し、事例周知とと
もに、メール送信の際は、適切な宛先設定及び
複数人による確認を徹底することとした。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない変更である

令和7年7月15日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報の取扱いの
委託　委託事項2　⑥委託先
名

株式会社バックスグループ 株式会社トランス・コスモス 事後 軽微な変更

令和7年7月15日

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第８号　別表第二の28の項
番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第
２条の表49の項

事後 根拠法の改正

令和7年7月15日

Ⅰ　基本情報
５．個人番号の利用
法令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第一の16の項及び
99の項

番号利用法別表24の項及び133の項 事後 根拠法の改正
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月15日

Ⅲリスク対策 ７．特定個人情
報の保管・消去 リスク：　特定
個人情報の漏えい・滅失・毀
損リスク ②過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか
その内容

①令和３年９月に職員が、議会便覧を資料配
架コーナーへ誤配架した。②職員が、無登録貸
金業者から融資を受けようとする際、他の職員
及び外部関係者の個人情報を当該業者へ故
意に提供した。③令和４年５月に受託事業者の
パソコンがマルウェアに感染し、当該パソコン
に保存されていた過去に送受信したメール情
報が流出した。④職員が、無登録貸金業者か
ら融資を受けようとする際、他の職員の個人情
報を当該業者へ故意に提供した。⑤職員が、イ
ベント開催中のお知らせを送付するにあたり、
メールアドレスをTO欄に入れて誤送付した。⑥
見学会の案内について関係事業者の担当に送
信する際、本来BCCにより送信すべきところ、
誤って宛先として設定し送信したため、全ての
メールアドレスが互いに閲覧できる状態となっ
た。

①令和４年５月に受託事業者のパソコンがマル
ウェアに感染し、当該パソコンに保存されてい
た過去に送受信したメール情報が流出した。②
職員が、イベント開催中のお知らせを送付する
にあたり、メールアドレスをTO欄に入れて誤送
付した。③見学会の案内について関係事業者
の担当に送信する際、本来BCCにより送信す
べきところ、誤って宛先として設定し送信したた
め、全てのメールアドレスが互いに閲覧できる
状態となった。④当番医療機関に対して送付す
べき精神保健福祉診察の受入の打診に必要な
情報を、誤って別の宛先にFAXで送付した。⑤
特定医療費支給認定にかかる新規申請書を執
務室で保管していたところ、添付書類である「臨
床調査個人票」１通の所在が不明となった。⑥
受託事業者のネットワークシステムがウイルス
に感染し、個人情報等の流出の可能性が生じ
た。⑦受託事業者職員が、健康診断受診者が
記入した問診票を含む歯科検診票を、誤って
別の健康診断受診者に交付した。⑧入所利用
者の氏名、利用者が通所する外部事業所名等
が記載された書面を施設外で紛失した。⑨受
託事業者のネットワークシステムがウイルスに
感染し、個人情報等の流出の可能性が生じ
た。⑩受託事業者職員が、要配慮個人情報が
掲載されたファイルを誤送信した。⑪要配慮個
人情報の記載欄がある書類を紛失した。⑫施
設利用者に送付する障害福祉サービスの内訳
にかかる文書を誤送付した。⑬過去に県システ
ムの構築、運用を委託していた事業者が不正
アクセスを受け、個人情報漏えいの可能性が
生じた。⑭盲ろう者通訳・介助員の派遣に関し
て、派遣される通訳・介助員にメールを送付し
た際、誤って本来送付すべきでない相手方を同
報先としたため個人情報が漏えいした。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

Ⅰ　基本情報
 ２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム１
③他のシステムとの接続

その他[国税連携システム、自動車保有関係手
続のﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ(OSS)ｼｽﾃﾑ]

その他[以下掲載のシステム（システム３及び４
を除く）]

事前 対象システムの追加

令和7年7月15日

Ⅲリスク対策 ７．特定個人情
報の保管・消去 リスク：　特定
個人情報の漏えい・滅失・毀
損リスク ②過去３年以内に、
評価実施機関において、個人
情報に関する重大事故が発
生したか
再発防止策の内容

①個人情報の含まれる冊子の取扱いについて
庁内管理体制を再整備し、冊子等の配架にあ
たっては、配架して良いものなのか内容の確認
を複数職員で徹底することとした。②職員の綱
紀保持について徹底するとともに、個人情報保
護を重点とした不祥事防止研修を実施する。③
受託事業者の方で、従業員の不審メールの取
扱いにかかる対応手順の整備、従業員の教
育、業務で使用するパソコンのウイルス対策の
強化、新たなセキュリティマネジメントを実施し
た。④職員の綱紀保持について徹底するととも
に、個人情報保護を重点とした不祥事防止研
修を実施する。⑤発生部署の研修において、
今回の事案も含め、個人情報の取扱いについ
て職員に徹底することとした。⑥職員に対し、事
例周知とともに、メール送信の際は、適切な宛
先設定及び複数人による確認を徹底することと
した。

①受託事業者の方で、従業員の不審メールの
取扱いにかかる対応手順の整備、従業員の教
育、業務で使用するパソコンのウイルス対策の
強化、新たなセキュリティマネジメントを実施し
た。②発生部署の研修において、今回の事案
も含め、個人情報の取扱いについて職員に徹
底することとした。③職員に対し、事例周知とと
もに、メール送信の際は、適切な宛先設定及び
複数人による確認を徹底することとした。④個
人情報のマスキングの実施や、送付先のダブ
ルチェックを徹底するよう指導するとともに、個
人情報の取扱いについて職員への注意喚起を
行った。⑤個人情報を含む書類について、複数
人による確認及び確認記録を行うことを改めて
徹底したほか、事務処理手順や書類保管場所
の変更を検討。⑥受託事業者において、情報
セキュリティを強化するとともに、県において、
個人情報の取扱いに係る受託事業者の監督を
徹底することとした。⑦受託事業者において、
健康診断当日の書類混在防止のための対策
や本人確認手続きの追加等を行うとともに、県
において、これらの措置の確実な実施を指導
監督することとした。⑧個人情報が記載された
書類は原則として持ち出さないこととしたほか、
やむを得ず持ち出す場合は記載内容に配慮す
ることとした。⑨専門機関による調査結果を踏
まえて今後検討予定。⑩受託事業者における
ファイルの管理方法の改善及びファイルの利
用権限を持つ職員の限定を指示した。⑪書類
の管理方法や持ち出し時のダブルチェック等を
行うこととした。⑫文書封入時に、読み上げに
よるダブルチェックを行うこととした。⑬元委託
先において、Webアプリケーションファイア
ウォールの多層化検討及び振る舞い検知の強
化を実施することとした。⑭委託先において、
情報共有の方法やメール送信時のチェック体
制を是正した。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
①入手元

評価実施機関内の他部署（障害福祉課、生活
 援護課、市町村課、情報企画課）

評価実施機関内の他部署（障害福祉課、生活
 援護課、市町村課、デジタル戦略本部室）

事後 部署名の変更

Ⅰ　基本情報
 ２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム５②

・国税連携システムは、国及び地方を通じた税
務事務の一層の効率化を図るため、全都道府
県及び全市町村が会員となっている地方税共
同機構が構築した地方税ポータルシステム
eLTAXを構成するシステムのひとつであり、平
成23年1月から運用が開始されている。
・国税庁のe-Taxにより提出された所得税申告
書等データ及び国税当局に書面で提出された
所得税申告書等に係るデータが総合行政ネッ
トワーク（ＬＧＷＡＮ）を通じ送付される。
・国税連携システムには、
①国税庁からeLTAXを通じて送付された所得
税申告書等データの受領
②他の都道府県に対する所得税申告書等デー
タの送付等の機能がある。

・　国税連携システムは、国及び地方を通じた
税務事務の一層の効率化を図るため、全都道
府県及び全市町村が会員となっている地方税
共同機構が構築した地方税ポータルシステム
eLTAXを構成するシステムのひとつであり、平
成23年1月から運用が開始されている。
・　国税庁のe-Taxにより提出された所得税申
告書等データ及び国税当局に書面で提出され
た所得税申告書等に係るデータ及び国税庁と
地方公共団体間の照会・回答に係るデータが
総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を通じ送付さ
れる。
・　国税連携システムには、
①　国税庁からeLTAXを通じて送付された所得
税申告書等データの受領
②　他の都道府県に対する所得税申告書等
データの送付等の機能
③　国税庁と地方公共団体間の電子的な照
会・回答機能
がある。
・　このシステムは地方税共同機構が運用して
おり、本県の税務システムとデータ連携する際
の中継サーバまでを本県が所管している。

機能の追記

Ⅰ　基本情報
 ２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム６～８

自動車保有関係手続のワンストップサービス
 (OSS)システム

・eLTAX通知等電子配信システム（通知IFS）
・地方税外部連携システム
・自動車保有関係手続のワンストップサービス

 (OSS)システム 事前 対象システムの追加

別添１　事務の内容

自動車保有関係手続のワンストップサービス
 (OSS)システム

・eLTAX通知等電子配信システム（通知IFS）
・地方税外部連携システム
・自動車保有関係手続のワンストップサービス

 (OSS)システム 事前 対象システムの追加

事前
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報の取扱いの
委託　委託事項2の全般

自動車税環境性能割及び自動車税種別割 自動車税

事後 税目の変更

テーブル名、カラム名の変更
別添２　特定個人情報ファイ
ル記録項目

宛名マスタ
宛名履歴マスタ
番号変換マスタ
個人事業税名簿マスタ
不動産取得税名簿マスタ
自動車税名簿マスタ
申告書マスタ（環境性能割・種別割）
身体障害者減免マスタ
ゴルフ名簿マスタ
軽油名簿マスタ
滞納者名簿マスタ

マイナンバー情報テーブル
マイナンバー履歴情報テーブル
業務利用番号情報テーブル
個人事業税名簿マスタ
不動産取得税マスタ（基本部）
自動車税名簿マスタ
申告書マスタ（自動車税）
身体障害者減免マスタ
ゴルフ名簿マスタ
軽油名簿マスタ
滞納者名簿マスタ

事後

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
②入手方法

[　]その他 [○]その他（総合行政ネットワーク（LGWAN)、
IP-VPN（国税庁））

入手方法の追加

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報の取扱いの
委託　委託事項2　⑥委託先
名

株式会社トランス・コスモス トランス・コスモス株式会社

事後 軽微な変更

事後

Ⅲリスク対策 ４．特定個人情
報ファイルの取扱の委託
特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

委託契約書において特定個人情報について次
の規定を設けている。
･特定個人情報ファイルへのアクセス権限を付
与する従業員は、プロジェクトリーダ以上でなけ
ればならない。
･それ以外の者が業務上特定個人情報ファイ
ルへアクセスする必要がある場合は、プロジェ
クトリーダ以上の管理下で業務を行わなければ
ならない。

作業場所を県庁舎内に限定したうえ、特定個
人情報について次の規定を設けている。
･特定個人情報ファイルへのアクセス権限を付
与する従業員は、プロジェクトリーダ以上でなけ
ればならない。
･それ以外の者が業務上特定個人情報ファイ
ルへアクセスする必要がある場合は、プロジェ
クトリーダ以上の管理下で業務を行わなければ
ならない。

事後 取扱の変更

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報の取扱いの
委託　委託事項3の全般

自動車税環境性能割及び自動車税種別割 自動車税

事後 税目の変更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

Ⅲリスク対策 ４．特定個人情
報ファイルの取扱の委託
特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

委託契約書において記録方法について次の規
定を設けている。
･特定個人情報ファイルを取り扱った者のユー
ザーID、操作日時、操作内容等のアクセスログ
を５年間保存し、必要に応じて職員がその内容
を確認できるものとする。

作業場所を県庁舎内に限定したうえ、記録方
法について次の規定を設けている。
･特定個人情報ファイルを取り扱った者のユー
ザーID、操作日時、操作内容等のアクセスログ
を５年間保存し、必要に応じて職員がその内容
を確認できるものとする。

事後 取扱の変更

Ⅲリスク対策 ４．特定個人情
報ファイルの取扱の委託
特定個人情報の消去ルール

委託契約書において特定個人情報の消去につ
いて次の規定を設けている。
･業務が終了した場合又は特定個人情報ファイ
ルの保存期間が過ぎた場合は、発注者の指示
に基づき、返還、破棄又は消去しなければなら
ない。
･破棄又は消去の方法及び実施日等を記録し、
必要に応じて職員がその内容を確認すること
ができる。

作業場所を県庁舎内に限定したうえ、特定個
人情報の消去について次の規定を設けてい
る。
･業務が終了した場合又は特定個人情報ファイ
ルの保存期間が過ぎた場合は、発注者の指示
に基づき、返還、破棄又は消去しなければなら
ない。
･破棄又は消去の方法及び実施日等を記録し、
必要に応じて職員がその内容を確認すること
ができる。

事後 取扱の変更

Ⅲリスク対策 ４．特定個人情
報ファイルの取扱の委託
特定個人情報の提供ルール

委託契約書において特定個人情報の提供につ
いて次の規定を設けている。
･原則として委託先から他者へ提供することは
できず、神奈川県が承認した場合のみ提供で
きる。
･原則として委託先から他者へ委託又は請負さ
せてはならず、神奈川県が承認した場合のみ
行うことができる。
･提供にあたっては、提供先及び実施日等を記
録し、税務システム管理担当者に報告を行う。
なお、取扱いについては、提供先においても委
託先と同様な措置を行う。

作業場所を県庁舎内に限定したうえ、特定個
人情報の提供について次の規定を設けてい
る。
･原則として委託先から他者へ提供することは
できず、神奈川県が承認した場合のみ提供で
きる。
･原則として委託先から他者へ委託又は請負さ
せてはならず、神奈川県が承認した場合のみ
行うことができる。
･提供にあたっては、提供先及び実施日等を記
録し、税務システム管理担当者に報告を行う。
なお、取扱いについては、提供先においても委
託先と同様な措置を行う。

事後 取扱の変更

Ⅲリスク対策 ５．特定個人情
報の提供・移転
リスク１：不正な提供・移転が
行われるリスク
特定個人情報の提供・移転の
記録

<国税連携システムによる措置>
･提供する所得税確定申告書等の情報のほ
か、提供日及び提供した都道府県の所管課税
事務所名を記録し、３年間保存する。

<国税連携システム、地方税外部連携システム
による措置>
･提供する所得税確定申告書等の情報のほ
か、提供日及び提供した都道府県の所管課税
事務所名を記録し、３年間保存する。

事前 対象システムの追加
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

<国税連携システム、地方税外部連携システム
による措置>
･総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を用い、暗
号化した上で、決められた情報のみを提供する
ようにシステムで制御されている。

事前 対象システムの追加

Ⅲリスク対策 ５．特定個人情
報の提供・移転
リスク１：不正な提供・移転が
行われるリスク
特定個人情報の提供・移転に
関するルール

<国税連携システムによる措置>
･全都道府県で利用されている国税連携システ
ムにより、情報提供を行う。情報提供はシステ
ム上、都道府県に限定されている。

<国税連携システム、地方税外部連携システム
による措置>
･全都道府県で利用されている国税連携システ
ム、地方税外部連携システムにより、情報提供
を行う。情報提供はシステム上、国税庁、都道
府県及び市町村に限定されている。 事前

Ⅲリスク対策 ７．特定個人情
報の保管・消去　⑤物理的対
策

<税務システムにおける措置>
略

<税務システムにおける措置>
略
<eLTAX通知等電子配信システム（通知IFS）、
地方税外部連携システム及び自動車保有関係
手続のワンストップサービス（OSS）における措
置>
①これらシステムから連携される特定個人情報
は、県情報主管課が整備したコンピュータセン
ターに用意されたサーバ内に保管する。

事前 対象システムの追加

対象システムの追加

Ⅲリスク対策 ５．特定個人情
報の提供・移転
 リスク３：　誤った情報を提
供・移転してしまうリスク、誤っ
た相手に提供・移転してしまう

 リスク

<国税連携システムによる措置>
･都道府県のみに情報を提供するようにシステ
ムで制御されているので、提供先が正しく選択
されているか、必ず複数の職員で確認を行う。

<国税連携システム、地方税外部連携システム
による措置>
･国税庁、都道府県及び市町村のみに情報を
提供するようにシステムで制御されているの
で、提供先が正しく選択されているか、必ず複
数の職員で確認を行う。 事前 対象システムの追加

Ⅲリスク対策 ５．特定個人情
報の提供・移転
リスク２：　不適切な方法で提
供・移転が行われるリスク

<国税連携システムによる措置>
･専用回線（ＬＧＷＡＮ）を用い、暗号化した上
で、決められた情報のみを提供するようにシス
テムで制御されている。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

Ⅲリスク対策 ７．特定個人情
報の保管・消去　⑥技術的対
策

<税務システムにおける措置>
略

<税務システムにおける措置>
略
<eLTAX通知等電子配信システム（通知IFS）、
地方税外部連携システム及び自動車保有関係
手続のワンストップサービス（OSS）における措
置>
①これらシステムから連携される特定個人情報
は、職員PCからはVDI経由でのアクセスのみ
許可し、VDIは県情報主管課が整備したコン
ピュータセンターに用意された仮想マシンを利
用する。VDIはファイル持出不可設定、コピー＆
ペースト不可設定等の制限ポリシーを設定して
いる。

事前 対象システムの追加
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

Ⅲリスク対策 ７．特定個人情
報の保管・消去　⑨過去３年
以内に、評価実施機関におい
て、個人情報に関する重大事
故が発生したか　その内容

①令和４年５月に受託事業者のパソコンがマル
ウェアに感染し、当該パソコンに保存されてい
た過去に送受信したメール情報が流出した。②
職員が、イベント開催中のお知らせを送付する
にあたり、メールアドレスをTO欄に入れて誤送
付した。③見学会の案内について関係事業者
の担当に送信する際、本来BCCにより送信す
べきところ、誤って宛先として設定し送信したた
め、全てのメールアドレスが互いに閲覧できる
状態となった。④当番医療機関に対して送付す
べき精神保健福祉診察の受入の打診に必要な
情報を、誤って別の宛先にFAXで送付した。⑤
特定医療費支給認定にかかる新規申請書を執
務室で保管していたところ、添付書類である「臨
床調査個人票」１通の所在が不明となった。⑥
受託事業者のネットワークシステムがウイルス
に感染し、個人情報等の流出の可能性が生じ
た。⑦受託事業者職員が、健康診断受診者が
記入した問診票を含む歯科検診票を、誤って
別の健康診断受診者に交付した。⑧入所利用
者の氏名、利用者が通所する外部事業所名等
が記載された書面を施設外で紛失した。⑨受
託事業者のネットワークシステムがウイルスに
感染し、個人情報等の流出の可能性が生じ
た。⑩受託事業者職員が、要配慮個人情報が
掲載されたファイルを誤送信した。⑪要配慮個
人情報の記載欄がある書類を紛失した。⑫施
設利用者に送付する障害福祉サービスの内訳
にかかる文書を誤送付した。⑬過去に県システ
ムの構築、運用を委託していた事業者が不正
アクセスを受け、個人情報漏えいの可能性が
生じた。⑭盲ろう者通訳・介助員の派遣に関し
て、派遣される通訳・介助員にメールを送付し
た際、誤って本来送付すべきでない相手方を同
報先としたため個人情報が漏えいした。

①誤って送信先メールアドレスをTO欄に入れ
てイベントのお知らせを送信した。②誤って送
信先メールアドレスをTO欄に入れて見学会の
案内を送信した。③精神保健福祉診察の受入
の打診に必要な情報を、誤って別の宛先に
FAXで送付した。④特定医療費支給認定にか
かる新規申請書の添付書類１通の所在が不明
となった。⑤受託事業者のネットワークシステ
ムがウイルスに感染し、個人情報等の流出の
可能性が生じた。⑥受託事業者が、記入済問
診票を含む歯科検診票を、誤って別の受診者
に交付した。⑦入所利用者の氏名、利用者が
通所する外部事業所名等が記載された書面を
施設外で紛失した。⑧受託事業者のネットワー
クシステムがウイルスに感染し、個人情報等の
流出の可能性が生じた。⑨受託事業者が、要
配慮個人情報が掲載されたファイルを誤送信し
た。⑩要配慮個人情報の記載欄がある書類を
紛失した。⑪施設利用者に送付する障害福祉
サービスの内訳にかかる文書を誤送付した。
⑫過去に県システムの構築、運用を委託して
いた事業者が不正アクセスを受け、個人情報
漏えいの可能性が生じた。⑬受託事業者が、
誤って本来送信すべきでない相手方を同報先
として盲ろう者通訳・介助員の派遣に関する
メールを送信した。⑭県が実施する事業を委託
しているＡ社に対して、委託業務に含まれてい
ない事業に係る個人情報を誤ってメールで送
信した。⑮難病患者の特定医療費支給認定に
あたり、審査担当医師に送付した事前審査書
類が所在不明となった。⑯再委託先が、個人
情報を保存しているパソコンの盗難に遭った。
⑰県民あてに送付した封筒の一部が破損し、
封入したUSBメモリの所在が不明になった。⑱
受託事業者が、盲ろう者通訳・介助員派遣決
定通知を誤って同姓の別人に送信した。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

同上 同上

⑲受託事業者が、氏名のマスキングが不十分
な研修資料を配付した。⑳受託事業者が、個
人情報が記録された資料を、誤ってダウンロー
ド可能なクラウドストレージに添付した。㉑「経
過的福祉手当」の受給者１名分のケースファイ
ルの所在が不明となった。㉒受託事業者のシ
ステムが不正アクセスを受け、個人情報が漏え
いした。㉓要配慮個人情報を含む相談受付票
を、誤って無関係の医療機関にFAXで送付し
た。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

同上 同上

⑰記録媒体による個人情報の送付を控えると
ともに、やむを得ず送付する場合は封筒破損を
防ぐ措置を講じることとした。⑱受託事業者に
おいて、メールソフトに誤送信防止のアドインを
導入する等の措置を講じることとした。⑲受託
事業者において、資料提供時に十分な確認を
徹底することとした。⑳受託事業者において、
資料提供時に十分な確認を徹底することとし
た。㉑行政文書の適正な管理を徹底することと
した。㉒検討中。㉓FAX送信時に、複数名によ
る宛先の確認を徹底することとした。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅲリスク対策 ７．特定個人情
報の保管・消去　⑨過去３年
以内に、評価実施機関におい
て、個人情報に関する重大事
故が発生したか　再発防止策
の内容

①受託事業者の方で、従業員の不審メールの
取扱いにかかる対応手順の整備、従業員の教
育、業務で使用するパソコンのウイルス対策の
強化、新たなセキュリティマネジメントを実施し
た。②発生部署の研修において、今回の事案
も含め、個人情報の取扱いについて職員に徹
底することとした。③職員に対し、事例周知とと
もに、メール送信の際は、適切な宛先設定及び
複数人による確認を徹底することとした。④個
人情報のマスキングの実施や、送付先のダブ
ルチェックを徹底するよう指導するとともに、個
人情報の取扱いについて職員への注意喚起を
行った。⑤個人情報を含む書類について、複数
人による確認及び確認記録を行うことを改めて
徹底したほか、事務処理手順や書類保管場所
の変更を検討。⑥受託事業者において、情報
セキュリティを強化するとともに、県において、
個人情報の取扱いに係る受託事業者の監督を
徹底することとした。⑦受託事業者において、
健康診断当日の書類混在防止のための対策
や本人確認手続きの追加等を行うとともに、県
において、これらの措置の確実な実施を指導
監督することとした。⑧個人情報が記載された
書類は原則として持ち出さないこととしたほか、
やむを得ず持ち出す場合は記載内容に配慮す
ることとした。⑨専門機関による調査結果を踏
まえて今後検討予定。⑩受託事業者における
ファイルの管理方法の改善及びファイルの利
用権限を持つ職員の限定を指示した。⑪書類
の管理方法や持ち出し時のダブルチェック等を
行うこととした。⑫文書封入時に、読み上げに
よるダブルチェックを行うこととした。⑬元委託
先において、Webアプリケーションファイア
ウォールの多層化検討及び振る舞い検知の強
化を実施することとした。⑭委託先において、
情報共有の方法やメール送信時のチェック体
制を是正した。

①個人情報の取扱いについて職員に徹底する
こととした。②メール送信の際は、適切な宛先
設定及び複数人による確認を徹底することとし
た。③個人情報のマスキングの実施や、送付
先のダブルチェックを徹底することとした。④個
人情報を含む書類の複数人による確認等の徹
底及び事務処理手順等の変更を検討すること
とした。⑤受託事業者において情報セキュリ
ティを強化するとともに、県において受託事業
者の監督を徹底することとした。⑥受託事業者
において当日の書本人確認手続の追加等を行
うとともに、県において措置の確実な実施を指
導することとした。⑦個人情報が記載された書
類は原則として持ち出さないこととしたほか、例
外的に持ち出す場合は記載内容に配慮するこ
ととした。⑧外部機関による調査結果を踏ま
え、新たなネットワークシステムの導入等を行う
こととした。 ⑨受託事業者におけるファイルの
管理方法の改善及びファイルの利用権限を持
つ職員の限定を指示することとした。⑩書類の
管理方法や持ち出し時のダブルチェック等を行
うこととした。⑪文書封入時に、読み上げによる
ダブルチェックを行うこととした。⑫元委託先に
おいて、Webアプリケーションファイアウォール
の多層化検討及び振る舞い検知の強化を実施
することとした。⑬受託事業者において情報共
有の方法やメール送信時のチェック体制を是
正した。⑭メール送信の際は、添付ファイルの
内容確認を徹底するとともに、複数人での確認
を徹底することとした。⑮医師との書類のやり
取りについての管理簿を作成するとともに、レ
ターパックの追跡用シールを課内で保存するこ
ととした。⑯外出先での危機の管理方法や個
人情報の漏えい等対策の見直し等を行うことと
した。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

Ⅴ開示請求、問合せ　１．①
請求先

電話045-210-1111　内線3720(情報公開広聴
課)又は2350(税務指導課)

電話045-210-1111　内線3720(情報公開広聴
課)又は2385(税務指導課)

事後 電話番号の変更

Ⅴ開示請求、問合せ　２．①
連絡先

電話045-210-2350 電話045-210-1111内線2385 事後 電話番号の変更
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